
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

秦
代
の
郡
県
制
を
め
ぐ
っ
て

藤
　
田
　
勝
久

一二三

は
じ
め
に

秦
代
の
文
書
シ
ス
テ
ム
ー
処
理
と
保
存

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
ー
管
理
と
運
営

秦
帝
国
の
社
会
シ
ス
テ
ム

お
わ
り
に

は
　
じ
　
め
　
に

　
り
　
や

　
里
耶
秦
簡
は
、
二
〇
〇
二
年
六
月
に
湖
南
省
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
龍
山
県
の
里
耶
古
城
の
一
号
井
戸
（
J
l
）
か
ら
出
土
し
た
。

『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
一
期
に
は
、
遺
跡
の
発
掘
簡
報
（
以
下
、
「
簡
報
」
）
と
簡
憤
の
概
略
が
発
表
さ
れ
、
約
三
六
、
○
○
○
枚
と
紹
介

し
て
い
る
。
簡
績
の
年
代
は
、
秦
王
政
（
始
皇
帝
）
二
十
五
年
（
前
二
二
二
）
か
ら
二
世
皇
帝
二
年
（
前
二
〇
八
）
ま
で
の
紀
年
を
ふ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

む
と
い
わ
れ
、
三
〇
数
点
の
写
真
と
釈
文
が
あ
る
。

四
三



四
四

　
1
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
、
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
文
物
処
、
龍
山
県
文
物
管
理
所
「
湖
南
龍
山
里
耶
戦
国
－
樋
代
古
城
一
号
井

　
　
発
掘
簡
報
」
（
『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
一
期
）

　
2
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
、
湘
西
土
家
族
苗
族
自
治
州
文
物
処
「
湘
西
里
耶
身
代
豊
楽
選
釈
」
（
『
中
国
歴
史
文
物
』
二
〇
〇
三
年
一

　
　
期
）

　
さ
ら
に
二
〇
〇
七
年
に
は
、
遺
跡
の
正
式
報
告
書
（
以
下
、
『
発
掘
報
告
』
）
が
刊
行
さ
れ
、
こ
こ
に
城
郭
遺
跡
と
周
囲
の
墓
葬
の
年
代

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
ど
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
3
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
『
里
耶
発
掘
報
告
』
（
岳
麓
書
社
、
二
〇
〇
七
年
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う

　
『
発
掘
報
告
』
で
は
、
理
詰
の
総
数
を
三
七
、
○
○
○
余
枚
と
し
て
、
新
た
に
祠
先
農
簡
や
、
戸
籍
簡
順
、
地
名
里
程
簡
、
笥
牌
、
封

で
い泥

厘
な
ど
を
追
加
し
て
い
る
。
こ
の
サ
ン
プ
ル
資
料
は
、
古
城
の
城
壕
か
ら
出
土
し
た
戸
籍
入
玉
を
ふ
く
め
て
も
一
〇
〇
枚
以
下
で
、
ま

だ
全
体
の
○
・
三
％
に
も
満
た
な
い
。
し
か
し
先
の
「
簡
報
」
の
資
料
を
補
足
し
て
、
現
時
点
で
の
研
究
の
基
礎
に
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
里
耶
秦
簡
の
内
容
は
、
長
江
中
流
域
に
あ
る
南
方
社
会
の
実
態
を
示
し
て
い
る
。
『
発
掘
報
告
』
．
に
よ
れ
ば
、
秦
代
の
洞
庭
郡
遷
陵
県

　
　
　
　
と
う
あ
ん

の
政
府
の
棺
案
で
あ
り
、
当
時
の
社
会
の
各
方
面
に
お
よ
ん
で
い
る
。
た
と
え
ば
人
ロ
、
土
地
、
賦
税
、
吏
員
、
刑
徒
の
登
記
と
そ
の
増

減
の
原
因
、
倉
庫
の
管
理
と
糧
食
俸
禄
の
放
出
、
道
路
・
郵
駅
・
津
渡
の
管
理
と
設
備
、
兵
器
の
管
理
と
配
置
、
中
央
政
府
の
政
令
の
伝

達
と
執
行
、
民
族
矛
盾
、
民
事
紛
争
の
処
理
な
ど
で
あ
る
と
い
う
。

　
こ
う
し
た
豊
富
な
内
容
と
分
一
里
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
里
青
蝿
簡
は
始
皇
帝
陵
の
兵
馬
桶
と
並
ぶ
秦
代
の
二
大
発
見
と
い
わ
れ
、
さ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ざ
ま
な
観
点
か
ら
研
究
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
私
も
、
拙
稿
「
中
国
古
代
の
秦
と
巴
蜀
、
楚
」
（
二
〇
〇
三
、
二
〇
〇
六
年
）
、
「
『
史
記
』

秦
漢
遠
位
の
復
元
」
（
二
〇
〇
四
年
）
、
「
百
出
秦
簡
と
秦
代
郡
県
の
社
会
」
（
二
〇
〇
五
年
）
、
「
百
日
秦
簡
の
文
書
形
態
と
情
報
伝
達
」
（
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

○
〇
六
年
）
な
ど
で
簡
単
な
展
望
を
し
た
。
こ
こ
で
注
目
し
た
の
は
、
と
く
に
木
鐸
の
形
態
と
、
県
レ
ベ
ル
の
文
書
行
政
、
情
報
伝
達
の



あ
り
方
（
処
理
や
保
存
）
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
の
サ
ン
プ
ル
資
料
だ
け
で
も
、
公
文
書
の
伝
達
を
こ
え
て
、
秦
代
地
方
統
治

の
実
情
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
よ
う
に
狭
義
の
文
書
シ
ス
テ
ム
を
も
と
に
、
行
政
の
運
営
を
支
え
る
体
系
を
、
こ
こ
で
は
「
情
報
シ
ス
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

ム
」
と
い
う
こ
と
に
す
る
。

　
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
『
発
掘
報
告
』
を
も
と
に
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
整
理
し
て
み
た
い
と
お
も
う
。
そ
の
と
き
問
題
と
な
る

の
は
、
こ
の
よ
う
な
郡
県
制
の
運
営
が
整
備
さ
れ
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
秦
帝
国
は
短
期
間
で
滅
ん
で
し
ま
っ
た
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
行
政
機
構
と
情
報
シ
ス
テ
ム
の
不
備
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
原
因
な
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た

始
皇
帝
と
そ
の
時
代
を
考
え
る
た
め
に
、
将
来
の
公
表
に
む
け
て
の
基
礎
作
業
と
し
て
お
き
た
い
。

秦
代
の
文
書
シ
ス
テ
ム
ー
処
理
と
保
存

　
ま
ず
里
耶
秦
簡
の
サ
ン
プ
ル
資
料
に
つ
い
て
、
そ
の
構
成
を
説
明
し
て
お
こ
う
。
「
簡
報
」
と
『
発
掘
報
告
』
に
よ
る
と
、
雷
鳥
秦
簡

は
、
井
戸
の
層
位
に
よ
っ
て
、
第
⑤
層
～
⑯
層
で
発
見
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
第
⑤
層
の
戦
国
楚
簡
と
、
第
⑥
層
B
、
⑧
層
A
、
⑨
層

C
、
⑩
層
C
、
⑫
層
、
⑮
層
、
⑯
層
A
の
簡
憤
で
あ
る
。
「
簡
報
」
で
は
、
層
位
の
順
に
し
た
が
っ
て
、
⑤
7
「
九
九
」
木
腰
か
ら
、
⑥
、

⑧
、
⑨
、
⑫
、
⑯
の
簡
績
を
紹
介
し
て
お
り
、
こ
れ
は
井
戸
に
入
れ
ら
れ
た
時
期
と
逆
の
配
列
で
あ
る
。
ま
た
笥
牌
の
形
態
や
、
封
泥
匝
、

封
泥
を
説
明
し
て
い
る
。
封
泥
匝
の
文
字
は
二
〇
〇
余
枚
あ
り
、
1
類
は
始
発
と
終
点
の
地
名
を
記
し
、
2
類
は
物
品
の
名
称
と
数
量
を

記
す
と
い
う
。
封
泥
は
一
〇
鳳
雛
で
多
く
は
破
損
し
、
「
□
陵
御
印
」
「
〔
洞
〕
庭
〔
司
〕
馬
」
「
酉
陽
丞
印
」
「
酉
□
丞
□
」
な
ど
を
紹
介

し
て
い
る
。

　
『
発
掘
報
告
』
の
概
況
で
は
、
簡
騰
の
多
く
は
二
一
ニ
セ
ン
チ
（
秦
代
の
一
尺
）
で
、
幅
は
一
・
四
～
五
セ
ン
チ
と
い
う
。
一
枚
の
木
簡
・

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

四
五



四
六

木
腰
に
は
、
一
行
あ
る
い
は
二
～
七
行
に
書
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
形
態
は
、
二
本
の
紐
で
編
む
か
、
そ
の
ま
ま
編
ま
ず
に
し
て
あ
り
、

紐
で
編
ん
だ
冊
書
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
符
券
類
は
、
長
さ
が
三
七
～
四
六
セ
ン
チ
（
石
匙
の
二
尺
）
で
、
少
量
は
不
規
則
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
う
け
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
は
い

う
。
こ
の
よ
う
な
簡
順
は
、
一
概
順
と
封
検
、
二
祠
先
一
理
、
三
地
名
里
程
簡
、
四
戸
籍
急
騰
（
古
城
か
ら
出
土
）
、
五
封
泥
と
笥
牌
に

分
類
さ
れ
て
い
る
。
一
の
簡
順
と
二
面
は
、
「
簡
報
」
と
同
じ
よ
う
に
、
⑤
7
の
竹
簡
か
ら
⑥
、
⑧
、
⑨
、
⑫
、
⑯
の
順
に
配
列
し
て
い

る
。
二
の
祠
先
農
簡
は
、
第
⑭
⑮
層
の
資
料
で
あ
り
、
三
の
地
名
里
程
簡
は
、
⑯
1
2
、
⑯
5
2
、
⑰
1
4
の
資
料
で
あ
る
。
五
封
泥
と
笥
牌
は
、

第
⑦
⑧
⑨
層
の
資
料
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
こ
の
よ
う
な
簡
騰
の
参
考
と
し
て
、
仁
心
明
弁
の
秦
代
公
文
書
に
関
す
る
考
察
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
一
般
的
な
様
式
と
し
て
、
1
皇
帝

の
詔
書
を
ふ
く
む
上
級
か
ら
下
級
官
府
へ
の
下
行
文
、
2
同
級
の
官
府
に
よ
る
平
行
文
、
3
下
級
か
ら
上
級
官
府
へ
の
上
行
文
に
区
分
し

て
い
る
。
こ
れ
は
伝
達
の
性
格
に
よ
っ
て
、
中
央
や
郡
か
ら
県
の
官
府
に
送
付
さ
れ
る
詔
書
や
下
達
文
書
と
、
同
級
の
官
府
で
お
こ
な
わ

れ
る
同
行
文
書
、
県
で
集
約
し
て
郡
や
中
央
に
送
ら
れ
る
上
申
文
書
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
限
ら
れ
た
用
途
と
し
て
、
1
無
籍
、
2

券
約
、
3
司
法
文
書
な
ど
を
あ
げ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
ひ
つ
し
ょ

　
漢
代
の
公
文
書
が
通
信
さ
れ
る
過
程
は
、
張
家
山
皇
典
『
二
年
律
令
』
の
「
行
書
律
」
や
漢
簡
に
よ
っ
て
、
前
漢
時
代
か
ら
後
漢
時
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

の
文
書
行
政
の
シ
ス
テ
ム
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
方
法
は
、
簡
績
の
文
書
に
検
（
宛
名
を
書
い
た
札
）
を
付
け
て
紐
で
縛
り
、

そ
の
結
び
目
に
封
泥
で
封
印
す
る
。
こ
の
公
文
書
を
、
配
送
す
る
方
向
に
し
た
が
っ
．
て
「
一
封
」
「
二
封
」
の
よ
う
に
記
録
（
郵
書
）
を

作
成
す
る
。
そ
の
配
送
の
手
段
は
、
皇
帝
の
制
書
や
緊
急
、
財
務
な
ど
の
重
要
な
文
書
は
、
郡
県
に
置
か
れ
た
郵
（
も
し
く
は
駅
、
置
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

に
よ
っ
て
確
実
に
リ
レ
ー
し
て
伝
達
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
「
以
郵
行
」
（
郵
を
以
て
行
れ
）
の
用
語
が
あ
る
。
一
般
の
文
書
は
、
郡
県
の

行
政
機
構
の
施
設
（
県
の
伝
舎
、
亭
な
ど
）
を
通
じ
て
順
次
に
伝
達
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
「
以
次
行
」
（
次
を
以
て
行
れ
）
の
用
語
が
あ

る
。
こ
の
ほ
か
「
吏
馬
曳
行
」
（
馬
で
走
る
）
や
、
「
行
者
走
」
（
運
ぶ
者
が
走
る
）
、
伝
馬
な
ど
に
よ
る
区
分
が
あ
る
。
ま
た
文
書
の
伝
達



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

に
は
、
配
送
す
る
里
程
の
設
定
や
、
そ
の
距
離
に
応
じ
た
ノ
ル
マ
、
遅
配
し
た
場
合
の
処
罰
（
郵
書
失
期
）
な
ど
の
規
定
が
あ
っ
た
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

れ
と
関
連
す
る
規
定
は
、
睡
虎
地
秦
簡
『
秦
律
十
八
種
』
の
「
行
書
律
」
「
内
平
穏
律
」
に
も
み
え
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
公
文
書
に
関
す
る
制
度
は
、
里
耶
秦
簡
に
も
う
か
が
え
る
。
た
と
え
ば
封
泥
匝
に
は
、
洞
庭
郡
か
ら
郵
を
通
じ
て
遷
陵
県
に

送
付
さ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
こ
れ
と
同
じ
文
面
の
検
も
出
土
し
て
い
る
（
」
は
改
行
を
示
す
）
。
こ
れ
は
三
富
県
に
郵
を
通
じ
て
配
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

さ
れ
た
、
洞
庭
郡
の
文
書
を
示
し
て
い
る
。

　
　
⑥
2
正
（
検
）
”
遷
陵
以
郵
行
」
　
洞
庭

　
　
⑦
1
、
⑦
4
封
泥
厘
U
遷
陵
以
郵
行
」
　
洞
庭

　
　
⑨
⑩
。
・
ω
封
検
”
酉
陽
　
洞
庭
（
図
版
「
湖
南
十
大
考
古
新
発
現
陳
列
』
）

　
ま
た
木
績
⑯
3
に
は
、
「
尉
曹
書
」
を
伝
達
す
る
記
録
が
あ
る
。

　
　
尉
曹
書
二
封
。
丞
印
。
一
封
詣
口
留
。
一
封
詣
上
陽
邑
。
　
九
月
己
亥
。
水
下
八
掛
印
？
以
□

　
こ
れ
ら
の
資
料
に
よ
る
と
、
秦
代
の
洞
庭
郡
の
県
で
は
、
上
級
の
官
府
か
ら
封
印
さ
れ
た
公
文
書
を
受
け
取
っ
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、

県
は
文
書
を
別
の
官
府
に
伝
達
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
下
達
文
書
な
ど
の
通
信
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
里
弁
舌
簡
で
は
、
今
の
と
こ
ろ
、
皇
帝
の
詔
書
や
、
中
央
か
ら
の
下
達
文
書
は
公
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
し
て
サ
ン
プ
ル
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

料
は
、
「
移
動
す
る
公
文
書
」
の
本
文
で
は
な
く
、
郡
県
の
文
書
を
木
騰
で
処
理
し
た
控
え
の
形
式
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
巻
末
の

表
1
に
よ
っ
て
、
簡
膿
の
形
態
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
そ
の
形
式
は
、
「
簡
報
」
の
サ
ン
プ
ル
資
料
を
基
礎
と
し
て
、
文
書
の
内
容
を
、

受
信
、
本
文
、
発
信
の
欄
に
分
け
て
記
入
し
て
い
る
。
た
だ
し
資
料
の
層
位
は
、
「
簡
報
」
『
発
掘
報
告
』
と
は
反
対
に
、
お
お
む
ね
年
代

の
早
い
下
層
か
ら
第
⑧
層
の
順
に
配
列
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
木
魚
の
行
政
文
書
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
。

　
里
耶
画
集
の
な
か
で
、
木
騰
の
用
途
を
伝
え
る
好
例
は
、
⑯
5
、
6
の
資
料
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
木
檀
の
正
面
に
は
、
ま
っ
た
く
同
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四
八

文
が
書
写
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
始
皇
帝
の
二
十
七
年
（
前
二
二
〇
）
二
月
丙
子
吉
の
庚
寅
の
日
（
一
五
日
）
に
、
洞
庭
守
の
礼

が
、
県
薔
夫
と
卒
史
の
嘉
、
仮
卒
史
の
穀
、
属
の
尉
に
告
げ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
中
央
か
ら
の
令
に
「
伝
送
し
貨
物
を
輸
送
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
や

る
際
に
は
、
必
ず
先
に
悉
く
苦
学
春
と
公
器
妾
、
居
坐
順
債
の
も
の
を
行
れ
。
急
事
で
留
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
、
乃
ち
（
一
般
の
）

立
役
を
興
せ
」
と
い
う
規
定
に
し
た
が
っ
て
、
洞
庭
郡
で
輸
送
の
労
働
力
を
徴
発
す
る
対
応
を
指
示
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
木
憤
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

文
は
、
洞
庭
郡
か
ら
所
属
の
県
に
出
さ
れ
た
命
令
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
遷
陵
県
に
届
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
木
憤
⑯
5
、
6
の
裏
面
を
み
る
と
、
そ
の
左
側
に
受
信
の
記
録
を
書
き
、
右
側
に
発
信
の
記
録
を
書
い
て
い
る
（
「
図
」
は
簡
報
の
写

真
、
彩
版
は
『
発
掘
報
告
』
の
写
真
番
号
）
。
．

　
⑯
5
背
面
（
図
二
二
左
三
。
彩
版
三
十
二
左
3
）

　
　
右
　
〔
三
〕
月
丙
辰
。
遷
陵
丞
欧
豊
麗
尉
。
告
筆
下
空
・
倉
主
。
前
書
已
下
。
重
聴
許
從
事
。
尉
別
都
郷
・
司
空
。
司
空
畦
倉
。
都

　
　
　
　
郷
別
啓
陵
・
式
春
。
皆
弗
留
脱
。
官
如
律
令
。
／
取
手
。
丙
辰
水
下
四
刻
。
朝
臣
尚
行
。

　
　
左
一
2
三
月
癸
丑
水
下
蓋
□
。
陽
陵
士
□
匂
以
来
。
／
邪
手
。

　
　
　
　
1
〔
二
〕
月
癸
卯
水
十
一
刻
刻
下
九
。
求
盗
主
調
陽
成
辰
以
来
／
螢
手
　
　
　
　
　
瀬
瀬

　
⑯
6
背
面
（
図
二
五
左
三
。
彩
版
三
十
五
左
3
）

　
　
右
一
1
三
月
庚
戌
。
遷
陵
守
丞
敦
駅
留
告
尉
。
告
郷
司
空
・
倉
主
。
聴
書
割
事
。
尉
別
書
都
郷
・
司
空
。
司
直
傳
倉
。
都
郷
別
啓
陵
・

　
　
　
　
試
春
。
皆
勿
留
脱
。
官
如
律
令
。
／
釦
手
。
庚
戌
水
下
□
刻
。
走
招
行
尉
。

　
　
　
　
2
三
月
戊
午
。
遷
陵
丞
欧
二
言
之
。
寺
上
。
辛
目
之
。
／
釦
手
。
己
未
旦
。
直
心
犯
行
。

　
　
左
”
〔
三
月
〕
戊
申
夕
。
士
五
（
伍
）
巫
下
里
聞
令
以
来
／
幸
手
　
　
　
　
　
　
　
　
　
如
手

　
こ
れ
は
一
見
す
る
と
、
⑯
5
の
右
、
⑯
6
の
右
1
「
敢
告
…
…
官
軍
律
令
」
と
い
う
下
達
文
書
と
、
⑯
6
の
右
2
「
敢
言
之
。
…
…
敢



言
之
」
と
い
う
上
申
文
書
が
混
ざ
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
こ
の
木
憤
は
、
郡
が
通
信
し
た
公
文
書
の
実
物
で
は
な
く
、

を
伝
達
す
る
控
え
と
、
副
本
（
写
し
）
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
図
示
す
れ
ば
、
そ
の
処
理
の
流
れ
が
よ
く
わ
か
る
。

発信受信

田
3
月
1
！
日
。
遷
陵
丞
が
尉
に
告
ぐ
。
　
釦
手
。
丙
辰
…
…
隷
臣
尚
を
行
る
。

皿
3
月
5
日
。
且
且
甘
言
が
敢
て
尉
に
告
ぐ
。
　
…
…
釦
手
。
庚
戌
…
…
走
招
を
尉
に
行
る
。
皿
3
月
1
3
日
。
遷
陵
丞
が
敢
え
て
之
を
言
う
。
　
…
…
辛
目
。
己
未
旦
。
令
史
犯
を
行
る
。

∋
　
　
　
　
⑯
5
背
面
、
右

う
　
今

H
2
7
年
2
月
1
5
日
。
洞
庭
郡
の
長
官
か
ら
、
県
へ
の
命
令
。
　
本
文
（
伝
達
さ
れ
た
フ
ァ
イ
ル
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
5
、
6
正
面

＼

／
　
　
＼／

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＼
ジ
　
　
　
　
　
　
左
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯
6
背
面
、
左
　
⑯
5
背
面
、

1
3
月
8
日
…
匂
が
以
て
来
る
。
邪
手
1
2
月
2
8
日
…
辰
が
以
て
来
る
。
羽
手

1
3
月
3
日
夕
…
聞
令
が
以
て
来
る
。
慶
手

⑯
6
背
面
、
右

文
書

　
こ
の
文
書
は
、
洞
庭
郡
か
ら
発
布
さ
れ
た
あ
と
、
1
二
月
二
十
八
日
に
遷
陵
県
に
届
い
た
。
こ
の
と
き
⑯
5
の
H
本
文
が
書
写
さ
れ
た

と
お
も
わ
れ
る
が
、
下
部
の
機
構
に
直
ち
に
伝
え
ら
れ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
命
令
は
、
農
作
業
が
始
ま
る
時
期
の
労
役

の
徴
発
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
ふ
た
た
び
1
三
月
三
日
に
文
書
が
到
達
し
た
。
そ
こ
で
県
廷
で
は
、
⑯
6
の
H
本
文
を
書
写
し
て
控
え
る

と
と
も
に
、
皿
三
月
五
日
に
守
丞
が
下
部
の
県
尉
に
伝
達
し
た
。
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五
〇

　
こ
の
文
書
は
、
さ
ら
に
1
三
月
八
日
に
も
届
い
て
お
り
、
ふ
た
た
び
皿
三
月
十
一
日
に
県
の
丞
が
県
尉
に
伝
達
し
て
い
る
。
そ
の
た
め

⑯
5
背
面
に
「
前
に
書
を
已
に
下
し
た
が
、
重
ね
て
」
と
い
う
文
言
が
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
⑯
6
背
面
に
は
、
皿
三
月
十
三
日
に
遷
陵

県
の
丞
が
、
文
書
を
書
写
し
た
こ
と
を
「
敢
言
之
」
と
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
は
隣
県
を
通
じ
た
洞
庭
郡
へ
の
返
答
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
木
憤
⑯
5
、
6
の
文
書
を
み
る
と
、
た
し
か
に
上
級
か
ら
の
公
文
書
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
れ
は
郡

が
通
信
し
た
公
文
書
や
、
県
の
下
部
に
送
付
さ
れ
る
文
書
の
実
物
で
は
な
い
。
そ
れ
は
郡
の
文
書
を
県
が
受
け
取
り
、
そ
れ
を
処
理
す
る

控
え
と
し
て
、
受
信
・
発
信
の
記
録
と
、
本
文
の
副
本
を
書
写
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
移
動
す
る
公
文
書
（
行
書
）

の
概
念
と
は
ち
が
っ
て
、
県
の
官
府
で
処
理
さ
れ
る
控
え
で
あ
り
、
基
本
的
に
保
存
さ
れ
る
性
質
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
容
が

無
効
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
な
控
え
と
保
存
さ
れ
た
資
料
は
、
原
則
と
し
て
他
所

に
移
動
し
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
う
し
た
控
え
の
文
書
群
が
無
事
県
の
井
戸
か
ら
発
見
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
。

　
こ
の
と
き
注
目
さ
れ
る
の
は
、
木
績
一
枚
に
よ
っ
て
、
受
信
、
本
文
、
発
信
（
転
送
）
の
処
理
が
一
目
で
確
認
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
た
か
も
現
代
の
電
子
メ
ー
ル
の
原
理
と
、
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
る
。
電
子
メ
ー
ル
と
異
な
る
の
は
、
時
問

と
空
間
を
こ
え
て
送
信
で
き
な
い
た
め
に
、
別
に
郵
あ
る
い
は
行
政
の
施
設
に
よ
っ
て
公
文
書
を
配
送
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
控
え
と

し
て
副
本
を
作
成
し
、
情
報
を
処
理
す
る
と
い
う
原
理
は
、
す
で
に
木
績
と
い
う
形
態
で
実
施
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
原
理
を
み
る
と
、
受
信
や
発
信
記
録
だ
け
を
控
え
と
し
た
り
、
あ
る
い
は
本
文
だ
け
を
保
存
す
る
ケ
ー
ス
が
想
定
さ
れ
る
。

い
ま
の
と
こ
ろ
三
宿
秦
簡
で
は
、
受
信
や
発
信
記
録
だ
け
の
控
え
は
み
え
な
い
が
、
す
で
に
戦
国
楚
の
包
山
楚
簡
に
は
、
「
疋
獄
」
「
受
期
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

簡
な
ど
の
形
態
で
、
処
理
の
控
え
だ
け
の
資
料
が
出
土
し
て
い
る
。
ま
た
本
文
を
保
存
す
る
ケ
ー
ス
は
、
木
憤
⑯
5
、
6
の
命
令
と
、
睡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
4
＞

虎
地
質
簡
「
早
書
」
の
形
式
が
同
じ
こ
と
か
ら
、
戦
国
秦
で
は
命
令
を
竹
簡
に
書
写
し
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
た
。
だ
か
ら
古
墓
に
み
え

る
法
令
や
文
書
は
、
実
際
の
公
文
書
で
は
な
く
、
そ
の
副
本
と
控
え
や
、
あ
る
い
は
廃
棄
さ
れ
た
資
料
の
一
部
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



　
遷
陵
県
を
め
ぐ
る
文
書
の
伝
達
を
、
も
う
一
つ
み
て
お
こ
う
。
木
憤
⑧
一
認
、
属
。
。
は
、
三
十
二
年
（
前
二
一
五
）
四
月
の
同
じ
日
付
を

も
つ
文
書
で
あ
る
。
木
順
⑧
扇
①
は
、
こ
れ
と
直
接
的
に
接
続
す
る
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
三
つ
の
木
績
は
関
連
し
て
、
官
府
で
の
文
書

の
流
れ
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
文
書
の
や
り
と
り
を
図
示
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ま
た
こ
こ
に
み
え
る
「
御
史
書
」
と
関
連
し
て
、
⑧
5
ω
「
御
史
問
直
絡

裾
程
書
」
（
長
二
三
、
幅
一
・
五
セ
ン
チ
。
図
版
『
湖
南
十
大
望
古
新
発
現
陳
列
』
湖
南
省
博
物
館
）
の
資
料
が
あ
る
。

141
1月l
18i
l日l
iPsl

I守l
l府l
Iがl
l少1
圏内l
lにl
l行l
L亀1

少
内

A
4
月
8
日
、
遷
陵
守
丞
が
　
　
B
4
月
9
日
　
御
史
書
の
　
　
C
4
月
9
日
、
御
史
書
の

　
少
内
に
公
文
書
を
送
付
　
　
　
　
到
着
を
連
絡
　
　
　
　
　
　
　
到
着
を
返
信

　
　
　
　
　
　
コ
ノ

　
⑧
5
①
　
　
一
　
　
　
　
　
　
⑧
一
㎝
卜
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧
一
㎝
。
。

　
　
　
　
　
　
一

　
　
　
ロ
ロ
ロ
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ロ
ロ
ロ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
コ
ロ
　

　
　
…
U
h
酒
輩
－
q
田
倶
接
曜
壕
躍
腐
－
－
－
－
－
…
U
U

　
木
騰
⑧
易
①
は
、
三
十
二
年
四
月
八
日
に
遷
尊
影
丞
の
色
が
、
官
府
に
あ
る
厚
内
に
公
文
書
を
送
付
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
年
月
は
、

四
月
丙
午
朔
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
⑧
一
落
、
扇
。
・
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
文
書
に
受
信
の
記
録
は
な
い
が
、
こ
れ
よ
り
先
に
郡
か
ら
公
文
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
ロ
つ

が
伝
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
「
書
到
ら
ば
言
せ
」
「
官
は
律
令
の
如
く
せ
よ
」
と
あ
り
、
下
達
文
書
で
あ
る
。
こ
れ

が
県
か
ら
、
す
ぐ
同
日
に
少
内
に
伝
達
さ
れ
て
い
る
。

　
里
耶
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五
一



五
二

　
木
腰
⑧
一
詔
は
、
こ
の
返
事
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
が
、
翌
日
の
四
月
九
日
に
、
歯
内
が
県
主
か
ら
の
「
御
史
書
」
を
受
け
取
っ
た
と

返
事
を
し
て
い
る
。
こ
の
文
書
は
、
佐
の
処
と
い
う
人
物
が
県
に
持
っ
て
来
て
お
り
、
そ
の
受
信
の
記
録
が
⑧
H
認
で
あ
る
。
そ
し
て
衿

腰
⑧
H
㎝
c
。
に
よ
る
と
、
同
じ
四
月
九
日
に
、
皇
陵
守
丞
の
色
は
、
黒
陶
県
の
丞
に
、
「
御
史
書
」
を
受
け
取
っ
た
と
返
信
し
て
い
る
。
た
だ

し
発
信
し
た
の
は
、
四
月
十
一
日
で
あ
る
。
こ
れ
で
県
の
官
府
で
の
文
書
の
や
り
と
り
が
復
元
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
「
書
耳
介
」
と
「
書

已
到
」
の
よ
う
に
、
文
書
が
届
い
た
こ
と
を
返
信
す
る
の
も
、
電
子
メ
ー
ル
と
同
じ
機
能
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
注
意
さ
れ
る
の
は
、
木
市
⑧
一
ま
で
上
か
ら
の
公
文
書
の
受
け
取
り
を
返
信
す
る
と
き
、
「
墨
金
布
発
」
と
い
う
指
示
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

こ
れ
ま
で
「
署
」
と
は
文
書
に
標
題
を
記
す
こ
と
で
、
「
発
」
と
は
文
書
の
封
泥
を
開
封
す
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、

文
書
を
受
け
取
る
と
き
「
金
布
が
開
封
す
る
」
か
、
あ
る
い
は
返
信
の
と
き
「
金
布
の
開
封
」
を
指
示
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
「
御

史
書
」
に
、
⑧
5
ω
の
よ
う
な
標
題
が
付
け
ら
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
発
信
も
し
く
は
返
信
の
文
書
に
「
金
遣
発
」
と
記
す
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
少
内
や
返
信
さ
れ
た
官
府
が
、
そ
の
中
身
を
見
な
い
で
、
ほ
か
に
開
封
を
指
示
す
る
の
は
不
自
然
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
木

績
⑨
1
～
1
2
で
論
じ
た
よ
う
に
、
「
即
発
」
と
は
担
当
を
明
ら
か
に
す
る
意
味
で
、
添
付
す
る
フ
ァ
イ
ル
の
標
題
で
は
な
い
か
と
推
測
し

　
　
（
6
工
）

て
い
る
。
つ
ま
り
少
内
で
は
返
信
す
る
と
き
、
宛
名
を
付
け
た
「
謡
言
之
」
と
い
う
文
書
の
ほ
か
に
、
指
示
に
対
す
る
「
生
布
発
」
と
い

う
標
題
の
証
明
を
添
付
し
て
、
烏
鳶
の
部
署
に
あ
る
財
務
の
責
任
を
明
確
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
警
急
」
と
記
す
標
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
（
1
7
）

の
例
は
、
以
下
に
も
み
え
て
い
る
。

　
　
⑧
一
呂
口
廷
主
」
戸
登
」
　
　
木
績
U
磐
戸
　
獲
（
長
一
一
・
八
、
幅
三
セ
ン
チ
。
図
版
『
湖
南
十
大
震
古
新
発
現
陳
列
』
）

　
と
も
か
く
⑧
δ
①
、
一
会
、
δ
。
。
か
ら
は
、
実
際
に
送
付
さ
れ
る
文
書
の
ほ
か
に
、
発
信
と
本
文
の
控
え
や
、
受
信
と
本
文
の
控
え
が
、

木
曾
一
枚
の
形
態
で
処
理
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
「
御
史
書
」
の
タ
イ
ト
ル
簡
や
、
返
信
の
文
面
か
ら
み
れ
ば
、
本
文
の
保
存
や
、
添
付
フ
ァ

イ
ル
の
存
在
が
想
定
で
き
る
。



　
こ
の
よ
う
に
里
耶
秦
簡
の
文
書
は
、
直
接
的
に
は
、
言
言
研
究
の
対
象
と
さ
れ
た
中
央
と
地
方
を
結
ぶ
公
文
書
（
宛
名
と
発
信
者
を
ふ

　
　
も
ん
じ
ょ

く
む
文
書
）
の
形
式
で
は
な
い
。
そ
れ
は
郡
県
内
の
や
り
と
り
で
あ
り
、
1
文
書
を
処
理
し
た
受
信
・
発
信
の
控
え
や
、
2
文
書
を
保
存

す
る
副
本
の
形
態
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
「
画
報
」
や
『
発
掘
報
告
』
で
は
、
木
順
一
枚
で
完
結
す
る
内
容
が
多
い
と
報
告
し
て

お
り
、
そ
こ
か
ら
里
耶
秦
簡
は
、
官
府
で
の
処
理
と
保
存
の
形
態
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

二
　
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
ー
管
理
と
運
営

　
そ
れ
で
は
早
立
（
戸
籍
や
帳
簿
）
の
場
合
は
、
ど
の
よ
う
な
形
態
で
あ
ろ
う
か
。
す
で
に
居
延
漢
簡
で
は
、
永
田
英
正
氏
の
研
究
が
あ

　
1
8
）

る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
上
申
文
書
で
多
い
の
は
、
賢
島
や
裳
書
を
上
級
官
庁
に
送
る
形
態
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
帳
簿
と
送
り
状
と
の
関

係
は
、
居
延
新
簡
の
冊
書
E
J
T
3
7
∴
q
巽
～
一
観
○
。
簡
（
『
文
物
』
一
九
七
八
年
一
期
）
を
一
例
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て

い
る
。

上申文書

一
v
　
（

U
　
　
　
・

　
㌣
・
　
t a

●送 標 i　設 標
り 題 備 題
状 簡 、 簡

） 備
品

、

数
旦里
な
ど

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
下
部
に
あ
る
莫
当
隊
…
の
備
品
リ
ス
ト
（
簿
籍
簡
順
）
は
、
豪
他
候
官
の
「
・
豪
他
莫
注
冷
始
建
国
二
年
五
月
守
御
器

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

五
三



五
四

簿
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
簡
λ
標
題
簡
）
で
挟
む
こ
と
に
よ
っ
て
帳
簿
と
な
る
。
し
か
し
さ
ら
に
、
候
官
が
作
成
し
た
「
始
建
国
二
年
五
月

丙
寅
朔
丙
寅
。
豪
他
守
候
義
。
敢
言
之
。
謹
移
莫
当
隊
…
守
御
器
簿
一
編
。
無
言
之
」
の
送
り
状
（
簿
籍
送
達
文
書
簡
）
を
付
け
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
肩
水
都
尉
に
送
ら
れ
る
上
申
文
書
に
な
る
と
い
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
帳
簿
は
、
た
だ
物
品
リ
ス
ト
と
し
て
で
は
な
く
、
上
級
官

庁
に
送
ら
れ
る
古
文
書
（
報
止
呈
日
）
と
し
て
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。

　
こ
の
と
き
永
田
氏
は
、
候
官
の
下
部
か
ら
は
簿
籍
が
す
べ
て
送
ら
れ
、
県
で
は
控
え
の
簿
籍
を
の
ぞ
い
て
、
そ
れ
ら
を
集
約
し
て
都
尉

　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

府
に
送
っ
た
と
い
う
。
こ
れ
が
年
度
末
に
中
央
に
送
ら
れ
る
上
計
の
基
礎
に
な
る
。
そ
し
て
都
尉
府
や
霊
亀
で
は
、
過
去
の
簿
籍
や
、
複

数
の
記
録
を
点
検
し
て
、
そ
の
内
容
を
チ
ェ
ッ
ク
し
た
。
こ
の
辺
境
の
組
織
で
は
、
内
郡
の
県
に
あ
た
る
候
官
が
、
行
政
文
書
を
作
成
す

る
最
末
端
の
機
関
と
み
な
し
て
い
る
。

　
こ
う
し
た
点
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
里
耶
単
簡
の
簿
籍
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
巻
末
の
表
2
は
、
文
書
と
同
じ
よ
う
に
「
簡
報
」

の
サ
ン
プ
ル
資
料
を
基
礎
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
受
信
、
本
文
、
発
信
の
欄
に
記
入
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
表
の
下
に
は
、
そ
の
他
の
資

料
を
追
加
し
て
い
る
。

　
こ
こ
で
は
、
木
彫
⑯
9
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
資
料
は
、
二
十
六
年
（
三
二
二
一
）
五
月
目
〇
日
に
啓
陵
郷
が
作
成
し
た
県
へ
の
上
申

を
、
遷
陵
県
が
受
信
し
て
、
本
文
と
発
信
を
控
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
都
郷
へ
戸
籍
を
移
動
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
人
の

年
齢
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
書
は
、
甲
辰
（
五
月
二
四
日
）
に
県
に
届
き
、
そ
れ
を
県
の
守
丞
が
、
ふ
た
た
び
都
郷
に
下
し
て
い

る
。
こ
れ
は
簿
籍
の
簡
膿
で
は
な
い
が
、
内
容
が
戸
籍
に
か
か
わ
る
文
書
も
、
本
文
と
な
る
文
書
の
ほ
か
に
、
受
信
－
本
文
1
発
信
の
控

え
を
作
成
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
移
籍
の
問
題
を
通
じ
て
、
県
の
下
部
に
あ
る
都
郷
と
啓
睡
郷
で
戸
籍
を
作
成
し
て
、
県

が
全
体
を
掌
握
し
て
い
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。

　
里
耶
秦
簡
に
は
、
卒
の
名
籍
を
う
か
が
わ
せ
る
資
料
が
あ
る
。
そ
れ
は
木
腰
⑨
1
～
1
2
で
、
陽
陵
県
の
債
務
労
役
を
記
し
た
一
連
の
文



　
　
　
（
2
0
）

書
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
ま
ず
陽
陵
県
の
三
八
が
、
始
皇
帝
三
十
三
年
（
前
二
一
四
）
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
債
務
労
役
の
卒
十

二
人
の
「
校
券
」
を
備
え
て
県
に
提
出
し
て
い
る
。
そ
れ
を
陽
陵
県
は
、
三
十
三
年
四
月
に
洞
庭
の
郡
尉
に
報
告
し
て
指
示
を
求
め
た
が

返
答
が
な
か
っ
た
。
陽
陵
県
は
、
三
十
四
年
六
月
か
ら
八
月
に
か
け
て
、
ふ
た
た
び
洞
甘
辛
の
指
示
を
あ
お
い
だ
。
そ
こ
で
洞
多
級
は
、

所
轄
の
県
に
↓
質
し
て
通
達
し
た
ら
し
く
、
卒
十
二
入
の
文
書
が
三
十
五
年
（
前
帯
一
二
）
四
月
七
日
の
同
日
に
遷
陵
県
に
届
い
て
い
る
。

こ
う
し
た
卒
に
関
す
る
命
令
と
報
告
が
機
能
す
る
た
め
に
は
、
陽
陵
県
、
洞
庭
郡
と
も
に
名
籍
の
控
え
が
必
要
で
あ
る
。
ま
た
出
土
し
た

遷
陵
県
で
も
、
こ
れ
ら
の
卒
一
人
を
一
枚
の
木
舞
に
記
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
が
伝
達
さ
れ
る
文
書
の
原
本
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

る
。
こ
れ
も
ま
た
「
移
動
す
る
文
書
」
に
対
す
る
控
え
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
県
単
位
で
集
約
さ
れ
る
卒
リ
ス
ト
の
保
存
が
想
定
さ
れ
る
。

た
だ
し
⑨
1
～
1
2
の
形
式
は
、
遷
陵
県
の
側
か
5
み
れ
ば
受
信
と
本
文
の
み
で
、
発
信
の
記
録
は
な
い
。

　
つ
ぎ
に
器
物
簿
の
形
態
を
示
す
の
は
、
木
腰
⑧
辰
刈
で
あ
る
。

　
　
遷
陵
已
計
計
四
年
飴
見
弩
脅
百
六
十
九
。
」
・
凡
百
六
十
九

　
　
出
弩
腎
四
輸
益
陽
。
」
出
弩
腎
三
輸
臨
玩
。
」
〔
・
〕
凡
出
島
。
」
今
八
月
見
弩
腎
百
六
十
二

　
こ
の
資
料
は
、
三
十
四
年
（
前
二
一
三
）
に
、
遷
陵
辱
が
弩
の
在
庫
の
帳
簿
を
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
在
庫
の
一
六
九

の
う
ち
、
益
陽
と
臨
況
に
貸
し
出
し
た
七
弩
を
差
し
引
い
て
、
現
在
の
計
一
六
二
と
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
木
江
は
、
帳
簿
の
前
後
に

送
り
状
を
付
け
た
形
跡
が
な
く
、
上
申
文
書
の
形
式
で
は
な
い
。
先
の
文
書
の
形
態
か
ら
み
る
と
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
三
十
四
年
に
集

計
し
た
帳
簿
の
控
え
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
を
上
申
文
書
と
し
て
送
付
す
る
と
き
に
は
、
送
り
状
を
備
え
た
文
書

の
形
態
で
送
付
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
控
え
（
副
本
）
を
別
に
残
し
て
い
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
ま
た
夕
陽
と
臨
玩
へ
の
貸
し
出
し
に

は
、
別
に
控
え
が
作
成
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
永
田
氏
が
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
確
認
の
意
味
を
ふ
く
ん
で
お
り
、
も
う
一
つ
の
機

能
で
あ
る
。

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

五
五



五
六

　
こ
う
し
た
想
定
は
、
簿
籍
の
用
途
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
簿
籍
は
、
戸
籍
や
帳
簿
の
記
録
で
あ
り
、
上
計
の
基
礎
に
な
る

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
次
期
の
基
本
台
帳
と
も
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
人
員
と
在
庫
の
確
認
や
、
そ
の
増
減
と
欠
損
な
ど
を
計
算

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
簿
籍
で
は
、
以
前
と
比
べ
て
増
減
や
、
殿
損
、
貸
し
出
し
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
た
め
に
は
、
双
方
に
控
え
が
な

く
て
は
次
の
帳
簿
作
成
も
困
難
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
県
の
官
府
や
下
部
の
機
構
は
、
送
付
す
る
上
申
文
書
の
ほ
か
に
、
必
ず
控
え
を

保
存
し
た
の
で
は
な
い
か
と
想
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
簿
籍
に
は
、
さ
ら
に
行
政
の
運
営
に
か
か
わ
る
重
要
な
役
割
が
あ
る
。
そ
れ
は
人
員
や
数
量
を
記
録
し
確
認
す
る
だ
け
で
は

な
く
、
簿
籍
に
よ
っ
て
実
際
の
人
員
や
財
務
の
管
理
を
す
る
と
い
う
用
途
を
も
っ
て
い
る
。
こ
の
点
を
、
戸
籍
簡
と
祠
先
農
簡
に
よ
っ
て

補
足
し
て
み
よ
う
。

　
戸
籍
簡
は
、
井
戸
の
資
料
で
は
な
く
、
古
城
北
の
壕
の
底
部
（
K
1
1
）
か
ら
出
土
し
た
も
の
で
あ
る
。
整
理
さ
れ
た
の
は
、
一
〇
枚
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

残
簡
一
四
枚
で
あ
る
。
完
全
な
も
の
は
、
・
長
さ
が
四
六
セ
ン
チ
（
秦
代
の
二
尺
）
で
、
幅
は
○
・
九
～
三
セ
ン
チ
と
い
う
。
そ
の
一
例
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
な
形
態
で
あ
る
。

　
　
　
K
2
7
（
幅
一
・
六
セ
ン
チ
、
彩
版
三
十
六
、
1
、
2
）

12

　
『
発
掘
報
告
』
の
説
明
に
よ
る
と
、
第
一
欄
は
、
戸
主
の
籍
貫
、
爵
位
、
姓
名
を
記
し
、
こ
こ
で
は
一
般
に
「
南
陽
戸
人
言
空
説
某
某
」

　
　
　
　
（
2
2
）

の
形
式
と
い
う
。
荊
は
皇
国
を
指
し
、
秦
が
占
領
し
た
あ
と
に
楚
の
爵
位
を
記
し
た
と
す
る
。
第
二
欄
に
は
、
戸
主
あ
る
い
は
兄
弟
の
妻



妾
の
名
、
第
三
欄
に
は
戸
主
の
男
子
の
名
、
第
四
角
に
は
戸
主
の
女
子
の
名
を
記
し
て
い
る
。
第
五
欄
は
、
関
連
の
項
目
を
記
す
も
の
で
、

臣
（
奴
隷
）
や
母
の
名
が
あ
り
、
な
い
も
の
は
空
白
と
す
る
。
ま
た
第
五
欄
の
左
に
は
、
「
伍
長
」
と
記
す
例
が
あ
る
。
こ
の
K
2
7
の
資

料
は
、
写
真
を
み
る
と
二
枚
の
木
簡
で
あ
り
、
第
二
、
第
三
欄
の
間
に
は
横
線
を
引
い
て
い
る
。
ま
た
二
枚
目
で
は
、
第
一
欄
の
横
は
空

白
に
な
っ
て
お
り
、
第
四
、
第
五
欄
の
問
に
横
線
を
引
い
て
区
分
し
て
い
る
が
、
必
ず
し
も
一
枚
目
と
平
行
し
て
い
な
い
。
『
発
掘
報
告
』

で
は
、
戸
籍
の
直
接
的
な
目
的
が
、
徴
兵
と
徴
税
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
こ
の
戸
籍
簡
は
、
数
量
も
限
ら
れ
て
お
り
検
討
の
余
地
が
あ
る
が
、
完
全
な
簡
に
「
伍
長
」
と
あ
る
こ
と
が
注
意
さ
れ
る
。
『
発
掘
報

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

告
』
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
秦
で
は
民
を
什
伍
に
編
成
す
る
制
が
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
な
か
で
伍
長
と
な
る
の
は
、
民
の
す
べ
て
で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
戸
籍
簡
は
、
官
吏
の
簿
籍
で
は
な
い
が
、
一
般
庶
民
の
な
か
で
も
限
ら
れ
た
戸
籍
の
可
能
性
が
あ
る
。
と

も
か
く
秦
代
の
戸
籍
の
一
例
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

　
そ
こ
で
里
耶
秦
簡
で
は
、
想
定
さ
れ
る
官
吏
の
名
籍
の
ほ
か
に
、
以
下
の
よ
う
な
資
料
が
あ
る
。

　
　
1
南
陽
の
「
伍
長
」
な
ど
の
戸
籍
（
古
城
の
戸
籍
簡
憤
）

　
　
2
二
十
六
年
に
、
県
に
所
属
す
る
郷
部
の
管
轄
で
、
戸
籍
が
作
成
さ
れ
て
い
る
（
木
腰
⑯
9
）

　
　
　
三
十
二
年
半
里
典
と
聖
人
の
任
命
に
関
す
る
や
り
と
り
が
あ
り
、
そ
の
と
き
豊
年
郷
に
二
十
七
戸
が
あ
る
（
木
霊
⑧
一
零
）

　
　
3
二
十
六
年
の
「
卒
算
簿
」
（
木
順
⑧
H
ω
ω
）

　
　
　
三
十
三
年
か
ら
三
十
五
年
に
お
よ
ぶ
陽
陵
県
の
戊
卒
の
名
籍
（
木
憤
⑨
1
～
1
2
）

　
　
4
二
十
七
年
に
、
県
卒
と
徒
隷
、
債
務
労
役
、
豊
年
、
隠
官
、
県
に
践
更
す
る
者
の
簿
（
簿
籍
）
が
あ
る
（
木
騰
⑯
5
、
6
）

　
　
5
三
十
二
年
に
、
郵
を
通
じ
て
「
徒
隷
の
数
」
を
報
告
し
て
い
る
（
木
星
⑧
一
号
）

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
秦
代
に
は
官
吏
の
名
籍
の
ほ
か
に
、
伍
長
や
、
郷
里
の
戸
籍
、
卒
の
名
籍
、
徒
隷
や
官
府
に
あ
る
者
の
名
籍
が
作

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

五
七



五
八

成
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
木
順
⑯
5
、
6
で
は
、
県
卒
と
豊
年
や
、
践
更
す
る
者
を
簿
籍
に
登
録
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
照
ら
し

て
労
働
を
徴
発
す
る
状
況
が
う
か
が
え
る
。
こ
れ
は
貫
籍
が
、
実
際
に
労
役
の
運
営
に
使
わ
れ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
簿
籍

の
役
割
は
、
人
員
を
登
録
し
て
定
期
に
上
部
に
報
告
す
る
原
簿
と
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
少
な
く
と
も
県
廷
で
は
、
そ
の
簿
籍
を
保
存
し

て
お
り
、
そ
れ
を
官
府
の
運
営
に
利
用
し
て
い
る
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
こ
れ
は
簿
籍
を
上
申
文
書
と
す
る
文
書
シ
ス
テ
ム
を
こ
え
て
、

文
字
資
料
に
よ
る
人
事
や
労
役
の
管
理
・
運
用
と
い
う
情
報
シ
ス
テ
ム
の
側
面
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
里
耶
秦
簡
に
は
、
物
品
の
出
入
と
財
務
に
関
す
る
祠
先
農
簡
が
あ
る
。
張
春
龍
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
資
料
は
銭
と
穀
物
・
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

三
種
類
に
分
か
れ
、
こ
の
形
式
が
全
体
の
一
割
を
こ
え
る
と
い
う
。
紹
介
さ
れ
た
祠
先
農
簡
は
、
す
べ
て
三
十
二
年
（
前
二
一
五
）
三
月

二
十
日
の
日
付
で
、
そ
の
形
式
は
大
き
く
二
つ
に
分
か
れ
る
。
一
つ
は
、
祭
祀
の
物
品
を
準
備
す
る
も
の
で
、
倉
官
の
是
（
名
）
と
、
佐

の
狗
（
名
）
が
、
先
農
を
祠
る
た
め
に
、
倉
庫
の
穀
物
や
塩
、
酒
、
肉
な
ど
を
出
し
て
い
る
。

　
　
⑭
0
ω
り
、
⑭
♂
卜
。
”
計
二
年
三
月
丁
丑
朔
丙
申
。
倉
是
佐
息
出
膵
〔
こ
煙
害
先
農
。

　
　
⑭
①
9
、
⑮
お
合
計
二
年
三
月
丁
丑
朔
丙
申
。
倉
是
庸
才
出
黍
米
四
斗
煙
害
先
農
。

　
も
う
一
つ
は
、
先
革
の
祭
祀
が
終
わ
っ
た
あ
と
、
倉
官
の
是
と
、
佐
の
狗
が
、
そ
の
穀
物
や
塩
、
酒
、
肉
な
ど
を
払
い
下
げ
て
売
る
も

の
で
あ
る
。
そ
の
完
全
な
形
式
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
み
え
、
こ
こ
で
は
度
度
が
チ
ェ
ッ
ク
を
し
て
、
「
狗
手
」
の
サ
イ
ン
が
あ
る
。

　
　
⑭
O
お
、
⑭
①
お
”
帰
二
年
三
月
丁
世
才
丙
申
。
倉
是
佐
狗
聖
旨
〔
先
〕
煙
害
徹
豚
肉
一
斗
弁
士
。
三
子
三
親
赫
。
所
取
右
四
。
旧
史

　
　
尚
視
平
。
狗
手

　
　
⑭
①
㎝
O
、
⑭
①
器
”
計
二
年
三
月
丁
丑
朔
丙
申
。
倉
是
佐
息
出
祠
〔
先
〕
農
舌
早
酒
一
斗
半
斗
。
甘
子
城
三
思
。
所
取
銭
一
。
衛
之
一

　
　
斗
半
斗
」
銭
。
令
史
尚
視
平
。
狗
手

　
そ
の
ほ
か
は
一
部
の
残
簡
で
あ
る
が
、
こ
の
形
式
が
わ
か
れ
ば
、
あ
と
は
倉
庫
か
ら
出
さ
れ
た
り
、
売
り
出
さ
れ
る
物
品
の
名
と
量
、



売
る
相
手
の
名
前
が
ち
が
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
物
品
の
記
事
だ
け
を
取
り
出
せ
ば
、
つ
ぎ
の
例
が
追
加
で
き
る
。

　
　
⑭
4
「
塵
四
分
升
一
」
、
⑮
ホ
一
「
盛
四
分
半
一
」
、
⑭
卜
。
G
。
①
「
詳
一
」
、
⑬
紹
。
。
「
黍
妙
妙
斗
」
、
⑮
お
ω
「
黍
四
斗
。
計
二
年
三
月
丙
申

　
　
…
…
」
、
⑭
6
6
「
食
七
斗
」
、
⑭
ω
O
O
、
刈
罐
「
羊
頭
一
、
足
四
」
、
⑭
①
課
、
⑮
癖
。
。
O
「
肉
汁
二
斗
」
、
⑭
①
誤
、
⑮
お
O
「
二
二
斗
」
、
⑭

　
　
0
①
○
。
「
酒
一
斗
半
斗
」

　
『
発
掘
報
告
』
は
、
対
象
と
な
る
先
農
は
文
献
に
み
え
る
「
神
農
」
の
可
能
性
が
あ
り
、
祭
祀
の
物
品
は
少
牢
に
あ
た
る
と
み
な
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

い
る
。
ま
た
祠
先
農
簡
の
写
真
は
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
が
、
張
春
龍
胆
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
形
状
を
説
明
し
て
い
る
。
券
の
両
面
は
中
間
が

高
い
形
状
で
、
長
さ
は
三
七
セ
ン
チ
（
約
↓
・
六
尺
）
、
幅
は
一
・
三
～
一
・
七
セ
ン
チ
で
あ
る
。
作
成
す
る
と
き
に
は
、
書
写
と
あ
わ

せ
て
刻
歯
を
し
た
あ
と
、
ふ
た
た
び
両
面
を
半
分
に
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
こ
で
祠
先
導
簡
は
、
券
の
形
状
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
が
、

そ
の
名
称
は
不
明
で
あ
る
。
た
だ
し
⑧
刈
週
笥
牌
（
彩
版
二
十
四
、
1
）
に
は
、
別
の
年
の
資
料
で
あ
る
が
、
倉
庫
の
穀
物
に
関
す
る
「
出

入
券
」
と
い
う
用
語
が
あ
り
、
大
き
く
見
れ
ば
無
事
農
事
も
出
入
券
に
ふ
く
ま
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
。

　
　
計
四
年
四
月
蓋
九
月
。
倉
曹
當
計
禾
稼
出
入
券
以
計
及
寝
相
付
受
（
授
）
廷
　
第
甲

　
そ
こ
で
誤
報
農
簡
の
用
途
と
、
簿
籍
と
の
関
連
が
問
題
と
な
る
。
す
で
に
睡
虎
地
秦
簡
に
は
、
倉
庫
の
管
理
に
関
す
る
規
定
（
倉
律
、

　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

下
寺
な
ど
）
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
倉
庫
に
穀
物
を
出
し
入
れ
す
る
と
き
、
年
賦
夫
か
丞
と
、
軽
質
、
耳
茸
を
交
え
て
封
印
を
す
る
。
そ
し

て
県
で
は
、
倉
庫
か
ら
穀
物
を
出
し
て
支
出
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
と
き
帳
簿
で
確
認
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
県
で
は
、

唐
籍
（
倉
庫
の
帳
簿
）
を
作
成
し
て
、
そ
れ
を
内
層
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
経
過
か
ら
み
れ
ば
、
肴
代
で
も
倉
庫
の
管
理
に
は
、

出
入
を
記
し
た
帳
簿
を
作
成
し
、
そ
れ
を
上
級
の
官
府
に
報
告
し
て
い
た
こ
と
が
想
定
で
き
る
。

　
し
か
し
祠
先
農
簡
は
、
こ
う
し
た
倉
庫
の
帳
簿
や
、
上
級
に
報
告
す
る
唐
籍
の
形
態
で
は
な
い
。
そ
れ
は
刻
歯
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
帳

簿
と
は
別
に
作
成
さ
れ
、
物
品
の
支
出
を
す
る
際
に
確
認
を
す
る
出
入
券
の
一
種
と
お
も
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
祠
先
皇
簡
を
ふ
く
む
出
入

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

五
九



六
〇

券
は
、
送
付
す
る
文
書
と
し
て
の
簿
籍
（
決
算
書
）
や
、
物
品
を
確
認
す
る
た
め
の
原
簿
で
は
な
く
、
実
際
に
物
品
を
出
入
す
る
際
に
、

確
認
と
不
正
の
防
止
を
す
る
た
め
に
必
要
な
券
で
あ
る
と
推
測
さ
れ
る
。
ま
た
里
耶
秦
簡
で
は
、
竹
笥
に
付
け
ら
れ
た
と
お
も
わ
れ
る
笥

牌
を
の
ぞ
い
て
未
見
で
あ
る
が
、
居
延
々
簡
な
ど
で
物
品
を
送
付
す
る
際
の
検
（
荷
札
木
簡
）
も
、
こ
う
し
た
実
務
を
お
こ
な
う
資
料
と

　
　
　
（
2
7
）

い
え
よ
う
。

　
こ
こ
か
ら
秦
代
で
は
、
文
書
に
つ
づ
い
て
、
簿
籍
に
お
い
て
も
、
送
付
す
る
原
本
（
報
告
書
）
の
ほ
か
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
官
府
と
部
署

で
控
え
を
取
っ
て
保
存
し
、
さ
ら
に
券
な
ど
に
よ
っ
て
物
品
の
管
理
を
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
郡
県
で
は
、
戸
籍
は
人
事
と

労
役
に
か
か
わ
り
、
倉
庫
の
管
理
は
財
務
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ま
た
里
並
秦
簡
が
、
通
信
さ
れ
る
帳
簿
よ
り
も
、
控
え
と
な
る

資
料
が
多
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
じ
て
木
簡
・
木
質
（
文
字
資
料
）
に
よ
っ
て
人
事
や
労
役
、
財
務
の
管
理
を
す
る
機
能
は
、
文

書
行
政
を
こ
え
て
、
行
政
の
運
営
を
支
え
る
秦
帝
国
の
情
報
シ
ス
テ
ム
と
い
え
る
も
の
で
あ
る
。

三
　
秦
帝
国
の
社
会
シ
ス
テ
ム

　
こ
れ
ま
で
秦
漢
時
代
で
は
、
郵
や
行
政
機
構
に
よ
っ
て
通
信
さ
れ
る
文
書
行
政
と
、
そ
の
書
式
な
ど
が
考
察
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
形
式

は
、
1
文
書
行
政
の
基
準
と
な
る
暦
譜
や
、
2
皇
帝
の
詔
書
、
命
令
（
法
令
を
ふ
く
む
）
、
3
中
央
か
ら
の
命
令
・
通
達
（
宛
名
と
発
信

者
を
ふ
く
む
下
達
文
書
）
、
4
郡
県
内
で
の
命
令
・
上
申
・
移
行
文
書
（
行
政
文
書
、
簿
籍
類
を
ふ
く
む
）
な
ど
で
あ
る
。

　
里
耶
料
簡
に
は
、
こ
の
よ
う
な
文
書
行
政
を
う
か
が
わ
せ
る
結
了
や
、
行
書
に
関
す
る
資
料
が
あ
る
。
し
か
し
公
開
さ
れ
た
資
料
で
は
、

通
信
し
た
文
書
の
実
物
よ
り
も
、
県
の
官
府
で
文
書
の
伝
達
や
処
理
を
す
る
た
め
に
、
控
え
や
副
本
、
簿
籍
の
原
簿
、
出
入
券
な
ど
の
形

態
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
、
資
料
庫
）
を
示
し
て
い
る
。



　
　
】
、
文
書
の
受
信
と
発
信
記
録
を
ふ
く
む
処
理
の
控
え
（
電
子
メ
ー
ル
の
機
能
）

　
　
二
、
文
書
に
付
け
ら
れ
た
添
付
フ
ァ
イ
ル

　
　
三
、
保
存
さ
れ
た
文
書
、
簿
籍
（
デ
ー
タ
フ
ァ
イ
ル
）

　
　
四
、
出
入
の
実
務
を
お
こ
な
う
た
め
の
出
入
券
（
財
務
管
理
の
資
料
）
な
ど

　
　
五
、
笥
牌
、
物
品
に
付
け
る
検
（
荷
札
木
簡
）
な
ど

　
そ
し
て
木
憤
の
機
能
は
、
送
付
し
た
公
文
書
を
確
認
す
る
控
え
と
し
て
、
処
理
の
記
録
や
副
本
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、
人
事
や
労
役
、

財
務
の
管
理
と
運
営
を
す
る
た
め
に
、
文
字
資
料
と
し
て
使
わ
れ
た
も
の
が
多
い
と
み
な
し
た
。
し
た
が
っ
て
秦
帝
国
で
は
、
す
で
に
統

一
直
後
の
南
方
社
会
で
、
地
方
統
治
の
情
報
シ
ス
テ
ム
が
実
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
秦
の
統
↓
に
よ
っ
て
初
め
て
整
備
さ

れ
た
の
で
は
な
く
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
戦
国
秦
に
形
成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
想
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
里
耶
秦
簡
で
明
ら
か
に

な
っ
た
、
郡
県
制
の
構
造
に
関
す
る
大
き
な
貢
献
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
秦
帝
国
で
は
こ
の
よ
う
な
地
方
統
治
の
情
報
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
短
期
間
で
滅
亡
し
た

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
郡
県
制
や
、
文
書
行
政
、
情
報
シ
ス
テ
ム
の
不
備
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ
に
秦
帝

国
の
郡
県
制
を
考
え
る
手
が
か
り
が
あ
る
よ
う
に
お
も
う
。
そ
の
参
考
と
し
て
、
睡
虎
地
秦
簡
と
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
の
う
ち
、

文
書
に
関
す
る
規
定
を
み
て
お
こ
う
。

　
す
で
に
睡
甘
地
秦
簡
の
「
行
書
律
」
に
は
、
「
文
書
を
伝
送
し
た
り
受
信
す
る
と
き
は
、
必
ず
そ
の
発
信
と
受
信
の
日
月
と
朝
夕
を
記

し
、
そ
の
た
び
に
互
い
に
報
告
せ
よ
。
文
書
を
紛
失
し
た
場
合
は
、
す
み
や
か
に
官
府
に
告
げ
よ
」
と
い
う
規
定
が
あ
っ
た
。
こ
れ
は
里

耶
秦
簡
で
も
厳
密
に
守
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
つ
ぎ
に
張
家
山
漢
簡
に
は
、
「
行
書
律
」
の
ほ
か
に
文
書
に
関
す
る
規
定
が
あ
る
。
た
と
え
ば
「
賊
律
」
に
は
、
文
書
の
封
印
を
殿
し

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

⊥
登



六
二

て
、
他
の
封
印
を
し
た
者
は
「
塗
し
て
隷
臣
妾
」
と
す
る
（
一
六
簡
）
。
文
書
で
は
、
誤
っ
て
文
字
の
多
少
が
あ
っ
た
り
、
誤
字
、
脱
字

が
あ
っ
た
と
き
は
、
罰
金
一
両
と
す
る
。
た
だ
し
そ
の
事
が
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
、
罪
に
問
わ
な
い
（
一
七
簡
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
う
し

た
規
定
は
、
文
書
行
政
を
実
行
す
る
た
め
に
必
要
な
項
目
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
し
か
し
「
賊
律
」
に
は
、
さ
ら
に
文
書
の
不
正
に
関
す
る
罰
則
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
皇
帝
の
璽
印
や
、
徹
侯
の
印
、
小
官
印
を
偽
造

し
た
場
合
の
罰
則
が
あ
る
（
品
等
、
｝
○
簡
）
。
上
書
な
ど
で
欺
け
ば
「
完
し
て
城
至
上
」
と
し
（
｝
二
野
）
、
文
書
の
偽
造
に
は
「
覆
し

て
城
旦
春
」
と
し
て
い
る
（
一
三
簡
）
。
ま
た
文
書
を
盗
ん
だ
り
捨
て
た
り
し
て
、
そ
れ
が
官
印
以
上
の
文
書
で
あ
れ
ば
、
耐
罪
と
す
る

（
五
三
簡
〉
。
こ
れ
ら
は
官
吏
の
怠
慢
や
不
注
意
と
い
う
範
囲
を
こ
え
て
、
意
図
的
に
文
書
の
偽
造
や
改
ざ
ん
、
隠
匿
を
示
し
て
い
る
。

　
「
賊
塁
」
に
は
、
公
文
書
の
送
付
で
は
な
く
、
先
に
み
た
券
書
の
類
に
関
す
る
規
定
も
あ
る
。
そ
れ
は
一
四
～
一
五
簡
に
、
券
書
を
偽
っ

て
増
減
し
た
り
、
文
書
で
偽
っ
て
副
本
を
取
ら
ず
し
て
、
負
債
を
の
が
れ
た
り
、
賞
賜
や
財
物
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
れ
を
盗
罪
と
し

　
　
（
3
0
）

て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
は
、
里
聖
霊
簡
で
み
た
情
報
シ
ス
テ
ム
の
運
用
範
囲
に
入
る
罰
則
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
秦
律
を
継
承
し
た
漢
書
の
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
で
は
、
た
し
か
に
公
文
書
を
確
実
に
作
成
す
る
た
め
に
、
厳
格
な

規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
「
賊
律
」
に
、
文
書
の
偽
造
や
不
正
に
関
す
る
罰
則
が
あ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
規
定
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

官
吏
の
不
正
を
防
止
す
る
た
め
に
も
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
思
い
出
さ
れ
る
の
は
、
木
績
⑯
5
、
6
の
命
令
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
中
央
の
規
定
に
対
し
て
、
洞
庭
郡
守
が
、
所
属
の
県
の
輸

送
労
働
に
対
し
て
、
農
業
が
は
じ
ま
る
時
期
の
民
の
徴
発
に
制
限
を
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
秦
帝
国
で
は
、
け
っ
し
て
む
や
み
に
民
を

徴
発
し
た
り
、
刑
罰
で
取
り
締
ま
っ
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
張
家
山
漢
簡
の
規
定
を
参
考
に
す
れ
ば
、
郡
県
制
の
情
報

シ
ス
テ
ム
に
は
、
官
僚
や
官
吏
た
ち
に
よ
っ
て
文
書
の
偽
造
や
不
正
な
ど
が
行
わ
れ
る
と
い
う
欠
陥
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
だ
か
ら

木
蘭
⑯
5
、
6
で
は
、
民
を
む
や
み
に
徴
発
し
た
者
を
県
で
論
断
し
、
そ
の
名
前
を
郡
に
知
ら
せ
る
よ
う
に
命
令
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら



は
文
書
の
不
正
と
と
も
に
、
命
令
を
実
施
す
る
際
に
、
官
吏
の
怠
慢
や
不
実
が
起
こ
る
こ
と
を
予
想
し
て
い
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
秦
が
占
領
し
た
地
域
に
官
吏
の
不
正
や
横
暴
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
民
衆
の
反
発
と
不
満
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
か

ら
秦
の
郡
県
制
と
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
原
理
に
不
備
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
運
用
に
お
い
て
偽
造
と
不
正
な
ど
を
防
止
す
る

シ
ス
テ
ム
が
十
分
に
機
能
し
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
睡
繋
舟
詩
話
「
語
学
」
に
つ
い
て
も
別
の
見
方
が
で
き
そ
う
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
「
尊
書
」
は
、
秦
の
占
領

地
で
あ
る
楚
の
地
域
に
「
邪
悪
な
習
俗
」
が
残
っ
て
お
り
、
秦
の
律
令
に
従
わ
な
い
た
め
、
南
郡
の
長
官
が
県
・
道
の
烈
夫
た
ち
に
秦
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

法
令
に
従
う
よ
う
に
命
令
し
た
と
、
お
お
む
ね
理
解
し
て
き
た
。
つ
ま
り
「
語
書
」
は
、
旧
訓
の
人
び
と
に
対
す
る
命
令
で
あ
り
、
こ
こ

に
戦
国
秦
と
楚
の
定
義
が
み
え
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
一
面
は
間
違
い
な
い
。
し
か
し
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
知
り
、
木

順
⑯
5
、
6
の
命
令
や
、
張
家
山
漢
簡
の
官
吏
に
対
す
る
罰
則
を
み
る
と
、
そ
れ
は
秦
の
官
吏
に
も
通
用
す
る
こ
と
が
わ
か
る
。
す
な
わ

ち
「
語
書
」
で
は
、
直
接
的
に
文
書
の
偽
造
や
不
正
を
述
べ
て
い
な
い
が
、
秦
の
官
吏
に
対
し
て
法
令
を
遵
守
す
る
規
定
と
解
釈
す
る
こ

と
も
で
き
よ
う
。

　
秦
の
郡
県
制
で
は
、
睡
青
地
秦
簡
や
里
耶
壁
貫
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
約
二
二
〇
〇
年
前
に
行
政
制
度
と
そ
れ
を
運
用
す
る
情
報
シ
ス

テ
ム
の
原
理
が
整
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
則
れ
ば
地
方
官
府
で
も
、
法
令
や
刑
罰
、
裁
判
、
治
安
維
持
、
徴
税
と
樒
役
な
ど
の
運
用
を
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
こ
そ
伝
統
中
国
の
地
方
行
政
で
は
、
県
を
末
端
の
単
位
と
す
る
郡
県
制
（
後
世
で
は
州
県
制
）
が
、
そ
の
社
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

基
盤
と
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
秦
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
は
、
装
置
と
し
て
の
原
理
は
整
っ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
実
施
す
る
時
点
で
、

不
正
や
偽
造
な
ど
の
余
地
が
あ
っ
た
と
お
も
わ
れ
る
。
こ
れ
は
後
世
の
中
国
史
で
も
な
お
解
決
さ
れ
て
い
な
い
問
題
で
あ
り
、
地
方
行
政

の
欠
陥
の
一
つ
と
な
る
。

　
し
か
し
秦
の
滅
亡
を
考
え
る
と
き
、
地
方
行
政
の
不
備
だ
け
が
原
因
で
あ
っ
た
と
は
お
も
え
な
い
。
た
し
か
に
秦
末
で
は
、
陳
渉
・
呉

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

六
三



六
四

広
の
叛
乱
を
は
じ
め
、
最
後
の
占
領
地
で
あ
る
東
方
地
域
の
蜂
起
が
、
秦
の
官
吏
の
横
暴
に
対
し
て
始
ま
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
た
だ
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

楚
漢
戦
争
の
経
過
を
み
れ
ば
、
そ
れ
は
直
接
的
に
秦
帝
国
の
滅
亡
に
は
接
続
し
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
つ
ま
り
秦
帝
国
で
は
、
中
央
の
王

権
と
地
方
行
政
の
統
治
シ
ス
テ
ム
が
、
十
分
に
連
結
す
る
仕
組
み
で
は
な
か
っ
た
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

　
里
耶
秦
簡
に
は
、
始
皇
帝
の
人
物
像
や
、
秦
の
滅
亡
に
関
連
す
る
資
料
は
み
え
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
資
料
の
内
容
か
ら
は
、
秦
の

興
亡
に
つ
い
て
も
再
検
討
で
き
る
と
考
え
て
い
る
。

　
そ
れ
は
一
に
、
統
一
後
に
始
皇
帝
が
東
方
を
巡
行
す
る
意
義
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
郡
県
制
を
東
方
に
徹
底
さ
せ
る
に
は
、
文
書
行

政
と
情
報
シ
ス
テ
ム
の
施
行
で
十
分
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
皇
帝
の
巡
行
は
、
地
方
行
政
の
遵
守
と
は
必
ず
し
も
直
結
し
な
い
こ
と
が

あ
げ
ら
れ
、
あ
ら
た
め
て
巡
行
の
意
義
や
、
東
方
社
会
の
情
勢
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
二
は
、
秦
王
朝
が
滅
亡
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
地
方
統
治
の
不
備
だ
け
が
要
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
『
史
記
』

秦
始
皇
本
紀
を
み
れ
ば
、
始
皇
帝
の
死
後
、
ど
の
よ
う
に
後
継
者
を
決
定
す
る
か
と
い
う
装
置
は
、
中
央
の
法
制
と
情
報
シ
ス
テ
ム
に
よ
っ

て
も
、
み
ず
か
ら
形
成
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
う
か
が
え
る
。
だ
か
ら
秦
帝
国
で
は
、
広
く
祭
祀
や
習
俗
を
ふ
く
む
社
会
シ
ス
テ
ム
を

考
え
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
二
世
皇
帝
の
体
制
で
は
、
王
権
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
多
く
の
王
族
が
殺
さ
れ
、
そ
れ
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
す

る
貴
族
た
ち
が
諌
殺
さ
れ
た
り
離
反
す
る
こ
と
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
と
お
も
わ
れ
る
。

　
三
に
、
こ
れ
ま
で
公
表
さ
れ
た
里
心
秦
簡
は
、
ほ
と
ん
ど
『
史
記
』
に
み
え
な
い
情
報
で
あ
る
。
『
史
記
』
秦
始
端
本
紀
の
事
件
と
里

耶
秦
簡
の
内
容
は
、
直
接
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
公
開
さ
れ
た
資
料
の
少
な
さ
が
原
因
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

里
面
当
簡
と
の
相
違
は
、
司
馬
遷
が
利
用
し
た
情
報
と
の
違
い
を
示
し
て
お
り
、
中
央
と
地
方
の
行
政
に
か
か
わ
る
丞
相
・
御
史
大
夫
や
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

廷
尉
の
系
統
の
資
料
を
あ
ま
り
採
用
し
て
い
な
い
こ
と
に
関
連
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
秦
代
で
は
、
文
書
行
政
や
、
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
こ
え
て
、
さ
ら
に
祭
祀
や
習
俗
な
ど
の
要
因
を
ふ
く
む
あ
り



方
を
、
広
く
秦
帝
国
の
社
会
シ
ス
テ
ム
と
み
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
里
耶
聖
心
は
、
そ
の
内
容
が
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、

実
情
を
示
し
て
お
り
、
『
史
記
』
秦
代
史
の
復
元
に
と
っ
て
重
要
な
資
料
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

秦
代
社
会
の

お
　
わ
　
り
　
に

　
輪
重
秦
簡
は
、
ま
だ
一
部
の
サ
ン
プ
ル
資
料
が
公
表
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
秦
代
の
郡
県
制
と
南
方
社
会
の
実
態
に

つ
い
て
、
そ
の
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
全
体
の
簡
贋
が
公
開
さ
れ
て
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ま
た
『
史
記
』
秦
始
皇
本
紀
の

叙
述
と
あ
わ
せ
て
、
秦
代
の
歴
史
や
制
度
を
再
構
成
し
て
ゆ
く
こ
と
も
今
後
の
課
題
と
な
る
。

　
し
か
し
里
耶
秦
簡
は
、
公
表
さ
れ
た
資
料
だ
け
で
も
、
新
し
い
文
書
形
式
を
追
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
戦
国
と
秦
漢
時
代
の
出
土
資
料

を
つ
な
ぐ
役
割
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
、
中
央
と
郡
県
の
文
書
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
県
レ
ベ
ル
の
官
府
で
簡
頃
の
文
書
や
簿
籍

を
処
理
し
な
が
ら
、
す
で
に
統
治
を
支
え
る
体
系
が
で
き
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ン
は
、
延
年
秦
簡
の
公
表
が
進
ん

で
も
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
た
だ
し
そ
の
数
量
と
用
例
が
ふ
え
れ
ば
、
新
た
な
形
式
を
追
加
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
稿
で
試
み
た
の
は
、

こ
う
し
た
里
耶
秦
簡
の
全
貌
を
予
測
す
る
た
め
に
、
現
時
点
で
の
情
報
シ
ス
テ
ム
の
原
理
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
要
点
は
、
つ

ぎ
の
通
り
で
あ
る
。

　
一
、
洞
庭
郡
の
県
で
は
、
上
級
の
官
府
か
ら
封
印
さ
れ
た
公
文
書
を
受
け
取
り
、
そ
れ
を
下
部
機
構
に
伝
達
し
て
い
た
。
同
じ
よ
う
に
、

県
は
下
部
か
ら
の
文
書
を
受
け
取
り
、
上
級
の
官
府
に
報
告
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ゆ
る
下
達
文
書
と
上
申
文
書
で
あ
る
。
し
か

し
重
要
な
の
は
、
サ
ン
プ
ル
資
料
が
「
移
動
す
る
公
文
書
」
の
実
物
で
は
な
く
、
そ
れ
を
木
憤
で
処
理
し
た
控
え
の
形
式
と
な
っ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
の
基
本
単
位
は
県
で
あ
り
、
そ
の
下
部
の
組
織
や
郷
を
ふ
く
め
て
文
書
の
集
約
を
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
里
耶
秦
簡
は
、

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

六
五



六
六

県
の
官
府
で
の
処
理
と
保
存
の
形
態
が
多
い
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。

　
二
、
文
書
の
処
理
で
は
、
現
代
の
電
子
メ
ー
ル
の
よ
う
に
、
受
信
と
発
信
の
記
録
、
文
書
の
本
文
を
木
績
一
枚
の
表
裏
に
記
す
こ
と
に

よ
っ
て
、
文
書
を
転
送
し
た
控
え
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
形
式
に
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
1
受
信
の
記
録
－
文
書
の
本
文
　
　
2
文
書
の
本
文
－
発
信
の
記
録
　
　
3
受
信
の
記
録
－
文
書
の
本
文
1
発
信
の
記
録

　
電
子
メ
ー
ル
と
異
な
る
の
は
、
時
間
と
空
間
を
こ
え
て
送
信
で
き
な
い
た
め
に
、
別
に
郵
あ
る
い
は
行
政
の
施
設
に
よ
っ
て
公
文
書
を

配
送
す
る
点
で
あ
る
。
た
だ
し
控
え
を
保
存
し
、
情
報
を
処
理
す
る
と
い
う
原
理
は
、
す
で
に
木
憤
と
い
う
形
態
で
実
施
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
注
意
さ
れ
る
。

　
三
、
簿
籍
（
帳
簿
と
戸
籍
）
の
処
理
で
は
、
本
文
と
受
信
・
発
信
の
控
え
を
作
成
す
る
ほ
か
に
、
本
文
だ
け
の
資
料
も
あ
る
。
ま
た
木

画
⑨
1
～
1
2
は
、
一
見
す
る
と
洞
庭
郡
の
尉
か
ら
伝
達
さ
れ
た
受
信
の
記
録
と
、
文
書
の
本
文
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
県
の

下
部
に
転
送
す
る
控
え
で
は
な
い
。
そ
れ
は
陽
陵
県
の
戊
卒
の
リ
ス
ト
に
付
随
す
る
文
書
を
写
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
一
括
し
て
保

存
さ
れ
た
形
態
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
文
書
と
皇
籍
に
は
、
処
理
の
控
え
と
と
も
に
、
そ
の
本
文
だ
け
を
保
存
す
る
形
態
が
あ
る
。

こ
の
形
態
は
、
睡
虎
地
秦
簡
「
下
書
」
な
ど
の
古
墓
の
資
料
と
共
通
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
原
理
と
し
て
は
、
受
信
や
発
信
記
録
だ
け

を
保
存
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
こ
う
し
た
形
態
は
戦
国
楚
の
甲
山
楚
簡
に
み
え
て
い
る
。

　
四
、
こ
の
と
き
注
意
さ
れ
る
の
は
、
発
信
す
る
文
書
に
対
し
て
、
添
付
す
る
別
の
文
書
を
記
す
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
田
鼠
秦
簡
で
は
、
た

し
か
に
本
文
に
加
え
て
、
証
明
と
な
る
別
事
の
文
書
を
送
付
す
る
と
い
う
資
料
が
あ
る
。
こ
れ
は
添
付
フ
ァ
イ
ル
の
存
在
で
あ
る
。

　
し
か
し
里
落
窪
簡
で
は
、
こ
う
し
た
文
書
シ
ス
テ
ム
に
く
わ
え
て
、
さ
ら
に
文
字
資
料
に
よ
っ
て
人
事
や
労
役
、
財
務
な
ど
を
管
理
す

る
状
況
が
う
か
が
え
る
。

　
五
、
戸
籍
と
帳
簿
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
記
録
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
を
管
理
す
る
た
め
の
資
料
と
し
て
い
る
。
そ
の
一
例
は
、



作
成
し
た
あ
と
も
移
動
や
増
減
を
比
べ
、
管
理
と
徴
発
を
す
る
た
め
の
戸
籍
で
あ
る
。
ま
た
里
耶
秦
簡
の
↓
割
以
上
を
占
め
る
の
は
、
祠

菊
醤
簡
の
よ
う
な
資
料
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
出
入
券
の
類
は
、
上
申
文
書
と
し
て
送
付
し
た
り
、
控
え
と
し
て
保
存
し
て
お
く

ほ
か
に
、
倉
庫
の
穀
物
や
銭
・
物
資
な
ど
の
出
入
を
管
理
す
る
た
め
に
作
成
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
木
簡
・

木
曽
（
文
字
資
料
）
に
よ
っ
て
人
事
や
労
役
、
財
務
な
ど
の
管
理
を
す
る
方
式
は
、
広
く
地
方
統
治
の
運
営
に
か
か
わ
る
情
報
シ
ス
テ
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
の
保
存
は
、
竹
笥
に
入
れ
る
場
合
が
あ
る
。

　
六
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
秦
帝
国
で
は
地
方
統
治
の
情
報
シ
ス
テ
ム
が
で
き
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
短
期
間
で
滅
亡
し
た
の
か
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、
郡
県
制
の
不
備
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
木
績
⑯
5
、
6
の
命
令
を
み
れ
ば
、
輸
送
の
労

働
力
に
対
し
て
農
繁
期
の
配
慮
を
し
て
お
り
、
け
っ
し
て
む
や
み
に
民
を
徴
発
し
て
い
な
い
。
し
か
し
張
家
山
漢
簡
『
二
年
律
令
』
の
規

定
な
ど
を
参
考
に
す
れ
ば
、
こ
の
情
報
シ
ス
テ
ム
に
は
欠
陥
が
あ
っ
た
。
そ
れ
は
官
僚
や
吏
民
た
ち
に
よ
っ
て
、
文
書
の
偽
造
や
、
不
正

な
ど
の
余
地
が
あ
り
、
ま
た
占
領
し
た
地
域
に
官
吏
の
横
暴
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
民
衆
の
反
発
と
不
満
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
毒
た
が
っ

て
秦
の
郡
県
制
と
情
報
シ
ス
テ
ム
は
、
そ
の
原
理
に
不
備
が
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
実
際
の
運
用
に
お
い
て
、
実
行
の
お
こ
た
り
や
、

偽
造
と
不
正
な
ど
を
防
止
す
る
機
能
が
十
分
で
は
な
か
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
。

　
七
、
ま
た
秦
帝
国
の
滅
亡
と
い
う
点
か
ら
み
れ
ば
、
王
権
を
め
ぐ
る
支
配
権
と
、
中
央
と
地
方
統
治
の
情
報
シ
ス
テ
ム
と
は
、
直
接
的

に
結
び
つ
か
な
い
と
お
も
わ
れ
る
。
そ
し
て
始
皇
帝
が
亡
く
な
っ
た
あ
と
、
後
継
者
を
決
定
す
る
と
い
う
問
題
は
、
二
世
皇
帝
の
体
制
で

の
王
族
や
貴
族
た
ち
の
動
向
を
ふ
く
め
て
、
王
権
と
の
関
係
を
再
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
漢
王
朝
の
初

期
に
、
秦
の
郡
県
制
と
情
報
シ
ス
テ
ム
を
継
承
し
な
が
ら
、
劉
氏
一
族
と
諸
侯
王
や
、
外
戚
の
冬
草
一
族
の
間
で
混
乱
が
み
ら
れ
る
こ
と

に
も
つ
な
が
る
一
視
点
と
な
る
。

　
里
耶
玉
簡
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
さ
ら
に
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
。
本
稿
で
は
、
文
書
シ
ス
テ
ム
を
も
と
に
、
行
政
の
運
営
を
支
え
る
体

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

六
七



六
八

系
を
情
報
シ
ス
テ
ム
と
み
な
し
て
、
そ
の
情
報
伝
達
の
あ
り
方
を
考
察
し
て
き
た
。
こ
の
視
点
か
ら
み
れ
ば
、
ま
さ
し
く
里
耶
秦
簡
は
秦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

代
の
情
報
シ
ス
テ
ム
を
示
す
資
料
群
（
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
）
で
あ
り
、
漢
王
朝
の
構
造
を
知
る
た
め
に
も
貴
重
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

　
試
み
に
、
秦
漢
時
代
の
情
報
伝
達
に
つ
い
て
概
略
を
示
せ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
図
に
な
る
。
従
来
の
研
究
は
、
文
書
シ
ス
テ
ム

（
文
書
行
政
）
に
関
心
が
集
中
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
司
馬
遷
は
、
中
央
の
文
書
の
一
部
と
、
地
方
に
分
散
し
た
書
籍
な
ど
と
共
通

す
る
資
料
を
素
材
と
し
な
が
ら
、
地
方
官
府
の
資
料
は
、
ほ
と
ん
ど
利
用
し
て
い
な
い
。

秦
漢
帝
国
の
情
報
伝
達
（
社
会
シ
ス
テ
ム
）

情
報
シ
ス
テ
ム
、
官
府
の
運
営

…
文
堂
臼
シ
ス
テ
ム

…
暦
、
法
律
、
行
政
文
書
、
裁
判

文
書
の
処
理

労
役
、
財
務
の
管
理

掲
示
、
口
頭

祭
祀
、
習
俗
、
地
域
性

書
籍
の
普
及
、
書
信

石
刻

交
通
、
人
々
の
往
来

「
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注

（
1
）
　
こ
の
ほ
か
訳
注
、
図
録
な
ど
に
は
、
以
下
の
も
の
が
公
刊
さ
れ
て
い
る
。

　
　
・
湖
南
省
文
物
考
古
研
究
所
「
湖
南
龍
山
県
里
耶
戦
国
秦
漢
城
趾
及
秦
代
簡
憤
」
（
『
考
古
』
二
〇
〇
三
年
七
期
）

　
　
・
里
耶
秦
簡
講
読
会
「
里
耶
秦
簡
訳
註
」
（
『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
八
、
二
〇
〇
四
年
）

　
　
・
里
耶
秦
簡
講
読
会
「
里
耶
秦
簡
研
究
ノ
ー
ト
」
（
『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
九
、
二
〇
〇
五
年
）

　
　
・
馬
恰
「
里
耶
秦
簡
選
校
」
（
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
網
靖
、
二
〇
〇
五
年
＝
月
）

　
　
・
『
湖
南
十
大
考
古
新
発
現
陳
列
』
（
湖
南
省
博
物
館
）



（
2
）
　
『
発
掘
報
告
』
で
は
、
酉
水
流
域
の
里
耶
古
城
善
悪
の
ほ
か
、
麦
茶
戦
国
墓
地
、
清
水
坪
西
漢
墓
地
、
大
板
面
代
墓
地
、
一
家
棊
西
漢
城
量
、
大
板
東
漢

　
　
遺
趾
を
紹
介
し
て
い
る
。
里
耶
古
城
は
、
出
土
し
た
陶
器
か
ら
、
第
一
期
一
戦
国
中
期
～
戦
国
末
期
の
楚
文
化
、
第
二
期
一
能
代
の
秦
文
化
、
第
三
期
一

　
　
前
漢
に
分
期
し
て
い
る
。

（
3
）
　
凡
国
風
「
里
耶
秦
簡
文
献
目
録
」
（
武
漢
大
学
簡
吊
研
究
中
心
網
姑
、
二
〇
〇
七
年
二
月
）
。
こ
こ
で
は
文
書
の
伝
達
に
関
連
す
る
論
文
を
中
心
と
す
る
。

（
4
）
　
拙
稿
「
中
国
古
代
の
秦
と
巴
蜀
、
楚
」
（
二
〇
〇
三
、
『
長
江
流
域
と
巴
蜀
、
楚
の
地
域
文
化
』
雄
山
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
、
同
「
『
史
記
』
秦
漢
史
像
の

　
　
復
元
」
（
『
日
本
秦
漢
史
学
会
会
報
』
五
、
二
〇
〇
四
年
）
、
同
「
里
耶
秦
簡
と
秦
代
郡
県
の
社
会
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
人
文
学
科
編
一
九
、
二

　
　
〇
〇
五
年
）
、
同
「
里
耶
秦
簡
の
文
書
形
態
と
情
報
伝
達
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
人
文
学
科
編
二
一
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
5
）
　
情
報
シ
ス
テ
ム
（
ぎ
8
§
慧
。
コ
　
留
。
。
δ
ヨ
）
と
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
を
使
わ
な
く
て
も
、
文
字
資
料
に
よ
っ
て
企
業
や
膚
庁
な
ど
の
人
事
、
財
務
な
ど
を

　
　
管
理
す
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
こ
れ
を
秦
漢
時
代
で
い
え
ば
、
郡
県
制
の
統
治
（
行
政
、
財
政
シ
ス
テ
ム
）
は
、
広
い
意
味
で
情
報
シ
ス
テ
ム
と
ほ
ぼ

　
　
重
な
る
こ
と
に
な
る
。

（
6
）
　
李
均
明
「
秦
文
書
笏
議
－
従
出
土
簡
騰
談
起
」
（
『
初
学
録
』
蘭
台
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
。

（
7
）
　
交
通
と
郵
の
制
度
に
つ
い
て
は
、
王
子
今
『
秦
漢
交
通
史
稿
』
（
中
京
中
央
草
中
出
版
社
、
】
九
九
四
年
）
、
高
敏
「
秦
漢
郵
伝
制
度
考
略
」
（
｝
九
八
五
、

　
　
『
秦
漢
史
探
討
』
中
州
田
籍
出
版
社
、
一
九
九
八
年
）
、
エ
ノ
・
ギ
ー
レ
「
『
郵
』
制
孜
」
（
『
東
洋
史
研
究
』
六
三
－
二
、
二
〇
〇
四
年
）
な
ど
。
文
書
行

　
　
政
に
つ
い
て
は
、
大
庭
脩
『
木
簡
』
（
学
生
社
、
一
九
七
九
年
）
、
永
田
英
正
「
文
書
行
政
」
（
『
股
周
秦
漢
時
代
史
の
基
本
問
題
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
一

　
　
年
）
、
彰
浩
「
読
張
家
山
漢
簡
《
行
書
律
》
」
（
『
文
物
』
二
〇
〇
二
年
九
期
）
な
ど
。

（
8
）
　
行
書
の
規
定
は
、
鵜
飼
昌
男
「
居
曲
漢
簡
に
み
え
る
文
書
の
逓
伝
に
つ
い
て
」
（
『
史
泉
』
六
〇
、
「
九
八
四
年
）
、
籾
由
明
「
中
国
の
文
書
行
政
」
（
「
文

　
　
字
と
古
代
日
本
』
二
、
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。
ま
た
張
家
山
漢
簡
『
四
聖
書
』
に
も
、
文
書
を
留
め
た
罰
則
の
案
件
が
あ
る
。
こ
こ
で
は

　
　
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕
』
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
｝
年
）
の
写
真
と
、
『
張
家
山
漢
墓
竹
簡
〔
二
四
七
号
墓
〕
』
釈
文
修
訂
本
（
文
物
出
版

　
　
社
、
二
〇
〇
六
年
）
の
釈
文
に
よ
り
、
読
替
の
文
字
で
示
す
。

　
　
　
・
河
東
守
謝
。
郵
入
官
大
夫
内
留
書
八
日
。
詐
高
曇
高
書
辟
留
。
疑
罪
。
・
直
観
。
内
當
以
為
偽
書
論
。
（
六
〇
簡
）

（
9
）
　
『
睡
虎
地
籍
墓
竹
簡
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
『
秦
律
十
八
種
』
の
行
書
律
一
八
四
、
入
五
簡
に
「
行
隷
書
・
受
書
。
必
書
其
起
源
到
日
月
夙
暮
。

　
里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九



七
〇

　
以
岩
相
報
也
。
書
有
亡
者
。
亟
告
官
。
藩
臣
妾
老
弱
及
不
可
誠
仁
者
勿
令
。
書
廷
辟
有
日
報
。
宜
到
不
來
者
。
追
之
。
　
行
書
」
と
あ
り
、
内
史
興
律
一

　
　
八
八
簡
に
「
有
事
請
也
。
必
以
書
。
母
口
請
。
母
羅
請
。
　
内
史
雑
」
と
あ
る
。

（
1
0
）
　
「
誤
報
」
で
は
、
遷
陵
と
洞
庭
郡
を
、
始
発
地
と
到
達
地
と
す
る
が
、
馬
恰
前
掲
「
里
耶
秦
簡
藩
校
」
は
、
日
安
「
里
耶
識
小
」
（
簡
吊
研
究
網
靖
）
に

　
従
い
、
漢
簡
の
用
例
と
同
じ
よ
う
に
、
山
陵
が
目
的
地
で
、
洞
庭
郡
を
始
発
地
と
す
る
。
こ
れ
は
籾
山
明
「
山
は
隔
て
、
川
は
結
ぶ
一
『
里
耶
発
掘
報
告
』

　
を
読
む
」
（
『
東
方
』
三
一
五
、
二
〇
〇
七
年
）
も
同
じ
で
あ
る
。
ま
た
『
発
掘
報
告
』
で
は
、
⑨
⑩
。
。
ω
「
酉
陽
　
洞
庭
」
を
酉
陽
へ
郵
を
以
て
洞
庭
郡
か
ら

　
　
行
る
の
省
略
と
み
な
す
が
、
あ
る
い
は
郵
と
は
別
に
伝
達
す
る
表
現
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
こ
の
ほ
か
封
泥
匝
J
1
一
｝
＄
に
は
「
朝
以
郵
行
河
内
」
と
い
う
文
面
が
あ
り
、
『
発
掘
報
告
』
一
八
○
頁
で
は
、
朝
か
ら
河
内
へ
送
っ
た
物
品
が
、
何

　
　
ら
か
の
事
情
で
遷
陵
県
に
転
送
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
れ
も
河
内
郡
か
ら
輯
県
へ
の
送
付
と
な
る
。

（
1
1
）
　
里
耶
秦
簡
の
公
文
書
の
形
式
は
、
李
学
勤
「
初
読
里
二
品
簡
」
（
『
文
物
』
二
〇
〇
三
年
一
期
）
、
江
桂
海
「
従
湘
西
里
耶
秦
簡
看
秦
官
文
書
制
度
」
（
『
簡

　
　
憤
研
究
二
〇
〇
四
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
な
ど
に
考
察
が
あ
る
。
江
氏
は
、
秦
簡
と
錯
簡
の
形
式
が
異
な
る
も
の
は
、
漢
語
に
発
展

　
す
る
と
理
解
し
て
い
る
が
、
県
で
の
処
理
の
控
え
と
保
存
や
、
文
書
に
よ
る
管
理
と
運
営
と
い
う
側
面
に
は
、
あ
ま
り
注
意
し
て
い
な
い
。

（
1
2
）
　
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
と
秦
代
郡
県
の
社
会
」
。

（
1
3
）
　
拙
稿
「
晋
山
楚
簡
と
楚
国
の
情
報
伝
達
」
（
『
中
国
研
究
集
刊
』
別
冊
特
別
号
、
総
三
八
、
二
〇
〇
五
年
）
、
同
「
包
山
楚
簡
及
其
伝
逓
的
楚
国
信
息
」
（
『
簡

　
吊
研
究
二
〇
〇
四
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
1
4
）
　
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
文
書
形
態
と
情
報
伝
達
」
。

（
1
5
）
　
前
掲
「
里
耶
秦
簡
訳
註
」
、
籾
山
明
「
湖
南
龍
山
里
耶
面
輔
概
述
」
（
『
中
国
古
代
訴
訟
制
度
の
研
究
』
京
都
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
）
に
説
明
が
あ

　
　
る
。

（
1
6
）
　
拙
稿
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
文
書
形
態
と
情
報
伝
達
」
。

（
1
7
）
籾
山
前
掲
「
山
は
隔
て
、
川
は
結
ぶ
」
で
は
、
封
泥
匝
⑦
5
「
洞
庭
泰
（
太
）
守
府
。
話
題
畿
。
以
郵
行
」
の
文
面
に
つ
い
て
、
「
洞
庭
郡
太
守
府
か
ら

　
　
発
送
。
〔
遷
陵
県
の
〕
尉
曹
が
開
封
せ
よ
。
郵
を
リ
レ
ー
し
て
送
れ
」
と
解
釈
し
て
い
る
。
こ
の
文
面
は
「
宛
名
と
発
信
先
」
を
記
す
形
式
と
は
ち
が
っ
て
、

　
　
こ
の
封
検
だ
け
で
は
、
ど
こ
に
伝
達
す
る
か
不
明
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
理
解
で
は
、
主
語
が
洞
庭
郡
－
遷
陵
県
1
洞
庭
郡
と
な
っ
て
混
交
す
る
こ
と
に
な



　
　
る
。
そ
こ
で
封
検
の
文
面
は
、
少
な
く
と
も
、
1
宛
名
と
発
信
先
を
記
す
形
式
、
2
発
信
先
だ
け
の
形
式
が
あ
る
。
後
者
に
は
宛
名
が
な
く
、
こ
れ
は
⑧

　
　
一
翻
「
廷
黒
戸
発
」
、
『
湖
南
十
号
考
古
新
発
現
陳
列
』
の
木
檀
「
廷
戸
発
」
の
形
式
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
の
た
め
2
は
添
付
さ
れ
る
封
検
の
形
式
で
、
そ
こ

　
　
に
「
某
発
」
な
ど
の
表
現
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
お
も
う
。

　
　
　
ま
た
『
発
掘
報
告
』
一
入
○
頁
で
は
、
別
の
封
泥
匝
に
物
品
の
名
称
と
数
量
を
記
す
と
い
う
が
、
そ
れ
は
J
1
1
9
1
「
銭
三
百
…
…
」
、
J
1
1
嵩
○
。
「
白

　
　
穀
三
斗
」
、
J
l
I
H
O
。
H
「
黄
穀
六
斗
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
封
検
に
宛
名
は
な
く
、
お
そ
ら
く
物
品
を
入
れ
た
袋
な
ど
に
付
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ

　
　
う
。
と
す
れ
ば
文
書
の
伝
達
で
は
、
宛
名
を
書
い
た
封
検
の
ほ
か
に
、
発
信
先
と
伝
達
の
指
示
だ
け
を
書
い
た
形
式
が
想
定
さ
れ
る
。

（
1
8
）
　
永
田
英
正
『
居
前
漢
簡
の
研
究
』
第
－
部
第
三
章
「
簿
籍
簡
頃
の
諸
様
式
の
分
析
」
（
同
朋
舎
出
版
、
一
九
八
九
年
）
、
同
前
掲
「
文
書
行
政
」
に
詳
し

　
　
い
。

（
1
9
）
　
文
書
の
伝
達
で
は
、
少
し
追
加
す
る
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
永
田
氏
も
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
簿
籍
の
場
合
に
も
、
出
土
し
た
官
府
の
作
成
し
た
送
り
状

　
　
が
み
え
る
こ
と
で
、
こ
れ
は
送
り
状
の
控
え
か
下
書
き
と
み
な
し
て
い
る
。
た
し
か
に
大
湾
（
墨
水
都
尉
府
）
出
土
の
居
延
漢
簡
五
＝
・
四
〇
簡
に
は
、

　
　
「
本
旨
三
年
八
月
戊
寅
朔
癸
巳
。
張
抜
肩
水
都
尉
…
…
受
奉
賦
名
籍
一
編
。
敢
言
書
」
と
あ
り
、
都
尉
府
か
ら
上
申
す
る
送
り
状
が
あ
る
（
『
重
三
新
簡
甲

　
　
乙
編
』
中
華
書
局
、
一
九
八
○
年
）
。

　
　
ま
た
エ
チ
ナ
漢
簡
（
魏
堅
主
編
『
百
済
目
弾
簡
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
で
は
、
候
官
の
下
部
に
あ
る
燧
の
単
位
で
も
、
送
り
状
を

　
　
記
し
た
文
書
（
b
。
O
O
O
団
ω
O
Q
。
扇
ω
　
b
。
〉
）
が
出
土
し
て
い
る
。

　
　
　
始
建
国
三
年
三
月
癸
亥
朔
壬
戌
。
第
十
燧
長
育
敢
言
之
。
起
電
膨
圧
任
重
織
名
籍
｝
編
。
敢
言
之
。

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
か
ら
推
測
さ
れ
る
の
は
、
候
官
よ
り
以
下
の
部
署
で
も
、
送
付
す
る
原
本
の
ほ
か
に
写
し
を
取
っ
て
お
り
、
候
官
や
都
尉
府
で
も
、

　
　
送
付
す
る
文
書
と
は
別
に
控
え
を
取
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
。

（
2
0
）
　
こ
の
資
料
は
、
邪
三
田
「
湖
南
龍
山
里
耶
J
1
⑧
一
昭
和
J
1
⑨
1
1
1
2
号
秦
績
的
文
書
構
成
・
筆
跡
和
原
棺
存
放
形
式
」
（
『
簡
畠
』
第
一
輯
、
武
漢
大

　
　
学
簡
吊
研
究
中
心
、
二
〇
〇
六
年
）
、
片
野
竜
太
郎
「
里
耶
秦
簡
に
見
え
る
債
務
労
役
」
（
前
掲
「
里
耶
吾
吾
研
究
ノ
ー
ト
」
）
な
ど
に
考
察
が
あ
り
、
拙
稿

　
前
掲
「
里
耶
秦
簡
の
文
書
形
態
と
情
報
伝
達
」
で
は
保
存
と
の
関
係
を
論
じ
た
。

（
2
1
）
　
『
発
掘
報
告
』
二
〇
三
頁
。

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム
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七
二

（
2
2
）
　
『
発
掘
報
告
』
二
〇
八
～
二
一
〇
頁
。

（
2
3
）
什
伍
に
編
成
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
研
究
が
あ
る
が
、
最
近
で
は
水
間
大
輔
「
戦
国
秦
漢
期
の
伍
制
に
お
け
る
保
証
制
度
」
（
『
早
稲
田
大
学

　
　
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
四
六
輯
第
四
分
冊
、
二
〇
〇
一
年
）
、
同
「
戦
国
秦
漢
期
の
伍
連
座
制
に
よ
る
民
衆
支
配
」
（
『
中
国
出
土
資
料
研
究
』
五
、
二

　
　
〇
〇
】
年
）
な
ど
の
考
察
が
あ
る
。

（
2
4
）
　
古
平
龍
「
里
耶
秦
簡
馬
券
和
戸
籍
簡
」
（
『
中
国
簡
吊
学
国
際
論
壇
二
〇
〇
三
論
文
集
』
武
漢
大
学
、
台
湾
大
学
、
シ
カ
ゴ
大
学
、
二
〇
〇
六
年
）
。

（
2
5
）
　
同
右
「
里
耶
秦
簡
校
三
和
戸
籍
簡
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
2
6
）
　
『
睡
虎
地
秦
墓
竹
簡
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
〇
年
）
。
太
田
幸
男
「
湖
北
睡
虎
地
出
土
秦
律
の
倉
律
を
め
ぐ
っ
て
（
一
、
二
）
」
（
一
九
八
○
）
、
同
「
同

　
　
追
補
」
（
一
九
九
二
、
以
上
、
改
訂
し
て
『
中
国
古
代
国
家
形
成
史
論
』
に
収
録
、
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
七
年
）
、
大
櫛
敦
弘
「
月
代
国
家
の
穀
倉
制
度
」
（
『
海

　
　
南
史
学
』
二
八
、
一
九
九
〇
年
）
、
同
「
雲
夢
秦
簡
倉
律
よ
り
見
た
戦
国
秦
の
穀
倉
制
度
」
（
『
海
南
史
学
』
三
〇
、
一
九
九
二
年
）
な
ど
。

（
2
7
）
券
の
名
称
で
は
、
木
質
⑧
一
ω
ら
に
二
十
六
年
の
船
を
貸
し
出
し
た
「
責
券
」
や
、
木
山
⑨
1
～
1
2
に
、
三
十
三
年
に
陽
陵
県
の
卒
の
「
銭
校
券
」
が
あ
る
。

（
2
8
）
　
張
家
山
漢
簡
「
賊
律
」
に
、

　
　
　
殿
封
、
以
乞
完
封
印
印
之
、
耐
爲
隷
臣
妾
。
（
■
ハ
簡
）

　
　
　
□
□
□
而
誤
多
少
其
實
、
及
誤
脱
字
、
罰
金
一
撃
。
誤
、
其
事
可
行
者
、
勿
論
。
（
一
七
簡
）

（
2
9
）
　
張
家
山
漢
簡
「
賊
律
」
に
、

　
　
　
偽
爲
皇
帝
信
璽
・
皇
帝
行
璽
・
要
（
腰
）
斬
以
匂
（
御
）
。
（
九
簡
）

　
　
　
偽
爲
徹
侯
印
、
棄
市
。
小
官
印
、
完
爲
城
旦
春
…
…
（
一
〇
簡
）

　
　
　
諸
上
書
及
有
言
也
自
護
、
完
爲
城
旦
春
。
其
誤
不
審
、
罰
金
四
爾
。
（
］
青
墨
）

　
　
　
爲
儒
書
者
、
黙
爲
城
旦
春
。
（
＝
二
簡
）
　
　
盗
書
、
言
書
官
印
以
上
、
耐
。
（
五
三
簡
）

（
3
0
）
　
張
家
山
漢
簡
「
賊
律
」
に
、

　
　
　
…
…
諸
（
詐
）
増
減
罫
書
、
及
爲
書
故
（
詐
）
弗
副
、
其
其
避
負
償
、
若
受
賞
賜
財
物
、
皆
無
減
（
賊
）
爲
盗
。
其
埋
樋
論
、
開
所
不
當
【
得
爲
】
、

　
　
　
以
所
避
罪
罪
之
。
所
避
母
罪
名
、
罪
名
不
盈
四
爾
、
及
母
避
也
、
皆
罰
金
四
爾
。
（
一
四
～
一
五
簡
）



（
3
1
）
張
家
山
漢
簡
『
奏
鐵
書
』
五
五
簡
に
、
簿
籍
を
偽
っ
て
城
塁
を
使
役
し
た
案
件
が
あ
る
。

　
　
　
　
・
蜀
守
謝
。
佐
啓
・
主
僕
寮
母
泳
軽
質
城
旦
謹
選
家
作
。
告
啓
。
啓
詐
簿
日
治
官
府
。
疑
罪
。
・
廷
報
。
啓
為
偽
書
也
。

（
3
2
）
　
工
藤
元
男
『
睡
虎
地
秦
簡
よ
り
み
た
秦
代
の
国
家
と
社
会
』
（
単
文
社
、
一
九
九
八
年
）
な
ど
。

（
3
3
）
　
拙
著
前
掲
『
中
国
古
代
国
家
と
郡
県
社
会
』
終
章
。
伝
統
中
国
で
は
、
郡
や
州
の
変
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
お
お
む
ね
県
は
一
五
〇
〇
前
後
で
推
移
し

　
　
て
い
る
。

（
3
4
）
　
拙
稿
前
掲
「
『
史
記
』
秦
漢
史
像
の
復
元
」
。

（
3
5
）
　
『
史
記
』
の
取
材
と
出
土
資
料
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
簡
腰
・
吊
書
の
発
見
と
『
史
記
』
研
究
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
人
文
学
科
編
一
二
、
二

　
　
〇
〇
二
年
）
、
同
「
黄
雲
発
現
与
《
史
記
》
研
究
」
（
『
簡
畠
研
究
二
〇
〇
二
、
二
〇
〇
三
』
広
西
師
範
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
五
年
）
、
同
「
『
史
記
』
の
素

　
　
材
と
出
土
資
料
」
（
『
愛
媛
大
学
法
文
学
部
論
集
』
人
文
学
科
編
二
〇
、
二
〇
〇
六
年
）
で
論
じ
て
い
る
。

（
3
6
）
　
『
奏
講
書
』
の
始
皇
帝
二
十
七
、
二
十
八
年
（
前
二
二
〇
、
二
一
九
）
の
「
南
郡
卒
史
蓋
盧
摯
田
假
卒
史
上
田
仮
靡
土
竃
簿
」
に
は
、
蒼
梧
の
利
郷
で
反

　
　
乱
が
あ
り
、
新
円
首
を
微
発
し
、
そ
の
と
き
三
度
の
名
籍
の
副
本
を
］
笥
に
〕
緒
に
入
れ
た
記
述
が
あ
る
。
ま
た
『
発
掘
報
告
』
で
は
、
吏
曹
、
倉
曹
の

　
　
半
年
単
位
の
文
書
を
入
れ
た
笥
牌
が
あ
る
（
巻
末
資
料
）
。
こ
れ
も
フ
ァ
イ
ル
の
保
存
で
あ
り
、
伝
達
す
る
公
文
書
で
は
な
い
。

（
3
7
）
　
同
じ
よ
う
に
、
西
北
の
都
尉
府
よ
り
以
下
に
あ
る
高
官
や
燧
、
関
所
、
懸
南
開
な
ど
限
ら
れ
た
施
設
の
料
簡
も
、
文
書
行
政
と
情
報
シ
ス
テ
ム
の
視
点

　
　
か
ら
再
検
討
で
き
る
と
お
も
わ
れ
る
。
ま
た
長
沙
走
馬
楼
三
国
呉
簡
の
「
吏
民
田
家
荊
」
や
、
倉
庫
の
賦
税
納
入
簡
、
名
籍
、
年
紀
簿
な
ど
も
、
地
方
官

　
　
府
の
文
書
行
政
だ
け
で
は
な
く
、
管
理
と
運
営
の
情
報
シ
ス
テ
ム
と
み
な
せ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
う
し
た
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
が
紙
と
併
用
さ
れ
る
木
簡
と
な

　
　
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
走
馬
楼
簡
腰
整
理
組
編
著
『
長
沙
走
楽
聖
三
国
呉
簡
・
嘉
禾
堕
民
田
家
前
』
（
文
物
出
版
社
、
一
九
九
九
年
）
、
走
馬
面
簡
腰
整
理

　
　
組
編
著
『
長
沙
走
摩
羅
三
国
呉
簡
・
竹
簡
〔
壱
〕
』
（
文
物
出
版
社
、
二
〇
〇
三
年
）
、
胡
平
生
・
李
天
間
「
長
江
流
域
出
土
簡
績
与
研
究
』
（
湖
北
教
育
出

　
　
版
社
、
二
〇
〇
四
年
）
、
關
尾
史
郎
「
史
料
群
と
し
て
の
長
沙
呉
簡
・
試
論
」
（
『
木
簡
研
究
』
二
七
、
二
〇
〇
五
年
）
な
ど
。

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

七
三



表1　遷陵県における文書の処理

番号 受　信 文書（本文）の内容 　　　　　　『ｭ　信

⑯ 三月癸丑水 廿七年二月中子朔庚寅。洞庭守旧謂縣田夫、 〔三〕月丙辰。遷陵丞欧敢
5 下蓋□。陽 卒史潮、假卒史穀、属尉。令日。運送委輸。 告尉。告郷司空倉主。前書

凶日□黒目 必先悉石城旦春、隷臣事、居貨踏青。要事不 已下。重聴書従事。尉別都

来。／邪 可留。割興縣。今洞正兵三内史及巴、南郡、 郷司空。司空傳倉。都郷別
手。 蒼梧。輸甲兵當傳者多。罪業之。必先悉行乗 啓陵・試写。皆弗留脱。官

城主、三二妾、城二二、鬼薪三豊、居士至重、 如律令。／二手。丙辰水下
〔二〕月癸 司冠、隠官、践更縣者。田時也。不欲興欝首。． 四刻。隷臣尚行。

卯水十一刻 嘉、穀、尉各謹案所部縣卒、徒隷、居賀順債、

刻下九。求 司憲、隠官、践更縣者簿。有可令傳甲兵。縣
盗塁蓑陽成 弗令傳之而興欝首。興艇首可省少、弗省少而
辰以来。／ 多興者。輻劾移縣。縣亟以律令具論。當坐者
重手 言名曲泰守府。嘉、穀、尉在所縣上書。嘉、

穀、尉二人日夜端行。丁丁律令。

⑯ □〔月〕戊 〔同文〕
　　　　　　　　　　　｝　　一　　．
O月庚戌。遷陵守丞口口敢

6 申夕。士伍 告尉。告郷司空倉主。曝書
巫下里聞令 従事。尉別書都郷司空。司
以来。／慶 空画工。都郷別皿陵・颪
手 春。皆羅臼脱。官如律令。

／旧臣。庚戌水下双翼。走
一行尉。三月戊午。遷陵丞
欧敢言之。写上。敢言之。
／釦手。己未旦。令史犯行。　　　　　　　　　　　一

⑨ 八月壬辰。 廿八年八月戊辰黒黒丑。酉陽守丞□敢告遷陵 八月甲午。遷陵抜謂都郷音
984 水下八刻。 寺主。停電臨池伍順小臼取餓軍律。事□□□ 夫以律令従事。／朝手。即

隷妾以来。 雑曲□旧史可聴書従事□□□ 走印行都郷。

／山手

⑨ 九月庚午 計年九月丙辰朔己巳。田下守敬敢言之。廷日。 　　　　　　　　　　　『
ﾈし　　　　　．

981 旦。佐壬以 ．転居賀目百船弗豫。護日亡。亡不定言。論及

来。／扁 護問不亡定。護者皆遣詣廷。問之。船塁審。
発。 湛菓。酒甲山夜水多。涯流包船。船山山。亡

求未得。此以未定。史逐將作者氾中。具志巳
前上。遣佐壬操副詣廷。『敢言之。

⑧ 〔八〕月戊 廿六年八月庚戌朔丙子。司空守謬敢言。前日 　　　　　　　　　　　一繻詩M辰。遷陵守丞敦狐郡
ユ34 寅。走己巳 言。競陵董陰狼假遷陵公船一。表三丈三尺。 之。長軸墨田二月假塩船。

以来。／慶 名日施。以求故荊積瓦。未蹄船。狼属司馬昌 何故［コ四型□。今而請日。

手 官。謁告昌官令狼鋸船。報日。狼有逮。在覆． 謁問覆獄卒史衰、義。．衰、

獄已卒史衰・義所。今写校券一牒。上謁言已 呈露已。不知所居。其聴書
卒史衰・義所。問狼船茶所。其亡之。為責券 従事。／慶手。即令□濫行
丁丁陵。二丁□属。丁丁。敢言之。 司空。　　　　　　　　　　　一

⑧ 正月丁酉 計二年正月戊寅朔甲午。啓陵郷夫王言之。成 正月戊寅朔丁酉。遷陵丞昌
157 旦。食時。 里謡啓陵郵人歓。除士伍野里匂・成。成為銀。 谷口之。啓陵廿七戸已有一

隷妾再以 匂専横人。謁令、尉以従事。敢言切。 典。今有除成為典。何律令。

来。／欣発 鷹尉已除成。匂為啓陵郵
人。其以律令。／気手／正
月戊戌日中。守府快行。

⑧ なし A四月丙午朔風丑。乱訴守丞色下智内謹案致 四月癸丑。水十一刻刻下
156 之。書取言。罰金奮発。宮如律令。／欣手 五。守府快行少内。

⑧ 四月中寅日 B計二年四月丙午朔鼻茸。年内守是迄垂準。 なし
152 中。佐庭以 平中御史書。中事同質恒二者。洞庭上裾直書

来。／欣発。 甘言。今日已到。敢言之。

⑧ なし C計二年四月丙午朔甲寅。三軸守丞色敢闘酉 　　　　　　　　　　　一l月丙辰旦。守府快行間。
158 陽丞主、令史。下絡裾直書已到。敢告主。 欣手

七
四



表2　遷陵県における簿籍の処理

里
耶
秦
簡
の
情
報
シ
ス
テ
ム

番号 受　信． 簿籍に関する資料 発　信

⑯ 甲辰水十一 廿六年五月辛巳朔庚子。啓陵郷□敢言之。都 …… J陵守丞敦狐敢告都郷
9 刻刻下者十 郷守嘉言。渚里ロ……劾等十七戸。都郷皆不 主。以律令従事。／建手□

刻。不二成 移年籍。令日移籍。・今問之官等徒……書告
里午以来。 都漢讃。啓陵郷未中飛。母以智劾等初産至今
／熟手 年数。……。謁令都郷具問劾等年数。敢言之。

⑨ ／嘉手・以 〔文書：陽陵の債務労役者のリスト〕 なし
1 洞庭口馬印 計五年四月己刷匙乙甲。洞庭段階鰭謂遷陵
～ 行事。 丞。陽陵卒署遷陵。其以律令従事。報之。當
12 騰。

⑧ 八月癸巳。 或迷。廿六年三月甲午。遷陵司空得、尉乗… 八月癸巳。遷陵守丞陞告司
133 水下四刻。 …卒算簿。． 空主。聴書従事……起行司

走賢以来／ 廿七年八月遅戌朔壬辰。酉陽具獄。獄史啓敢 空。

行手 …… [治所獄留□。甘言之。・封遷陵留。

⑧ なし 珊三年二月壬寅朔朔日。漁民守丞都農言之。 二月壬寅。水十一刻刻下
154 令日。恒以朔日上所買血隷数。・問之母當令 二。郵入得行。困手

者。敢言之。

⑧ なし 寒鮒已計。辮四年絵見弩凛烈六十九。・凡百 なし
147 六十九。

出弩腎四輸益陽。出弩腎三輸臨沈。〔・〕凡
出七。今八月見弩腎百六十二。

⑯ なし □八人。　君門三人……。　…内七人。（正） なし
8

…… V令日上。敢言之。　　　　　　　（背）

＊表ユは、サンプル資料を基礎として、その内容を受信、本文、発信の欄に記入している。
資料は、「簡報」『発掘報告』とは反対に、おおむね下層⑯～⑧層の順に配列した。

＊釈文は、重複記号に文字を入れ、読替の文字で示した。

＊表2は、サンプル資料を基礎として、受信、本文、発信の欄に記入している。
　表の下には、「簡報」と『発掘報告』「簡腰と封検」などの追加資料を記した。

〔その他〕

⑫10正面：廿六年六月癸丑。遷陵抜山棲・蛮・衿……
　　背面：〔鞠〕之越人屑城邑反。蛮・衿・害弗智……

〔『発掘報告』などの追加。　」は改行を示す〕

⑯1（残簡、両側塗壁）　□洞庭泰守府」□時庭府快以来。
⑯2（図版なし）

　冊年三月己未。平目郷淫下野昌與平邑故郷守士〔伍〕墨、中、哀、佐浬。童禺□□不備十三
真銭百九十五。負託分銭□珊八。
⑯3（図版なし）

二曹書二曲。丞印。」一封詣零陽。1一二二昆陽邑。　九月己亥。水下八走印？二二

七
五

〔一嘗〕

⑨982（長11．8、幅5．8センチ。図版『湖南十大貫古新発現陳列』）

　計四年十月以蓋四月。二曹以事笥
⑧774（曲玉二十四、1）

　滑四年差月評九月。倉曹善計禾稼出入券相続及縣賄付受（授）廷　第甲

⑧775（彩版二十四、2）　寺入論報澤免蹄品書具此中。
⑨2318（彩版二十四、3）　遷陵廷尉曹tif一年期会以事笥
⑨2319（彩版二十四、4）　都郷国戴笥


